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報告第１号 

 

 

専決事項の指定に係る処分報告について 

 

 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定により専決

処分したので、同条第２項の規定により報告する。 

  

 

    令和４年５月１８日  提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

 

理  由 

    令和３年度中に解決した議会の委任による専決処分について報告するもの

である。 
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専決指定第１号 

 

損害賠償の専決処分について 

 

「専決事項の指定について（平成１９年９月２８日議決）」第１号及び第３

号に基づき専決処分した損害賠償の額の決定及び当該損害賠償に係る和解は、

以下のとおりである。 

 

事 故 

発生日 
場  所 所  属 事故の種類等 

損害賠償の額(円) 
和 解 

成立日 
相手側 

負 担 
市負担 

令 和 3 年 

8月1 9日 

池田市 

旭丘 

1-1-8 地先 

都市整備部 管理瑕疵 対物 0 27,775 
令和3年 

9 月 8 日 

令 和 3 年 

11月13日 

池田市 

井口堂 

3-10-27 

消防本部 

自動車事故 

大阪 800 

そ 2193 

対物 0 47,300 
令和3年 

12月18日 

令 和 4 年 

1月1 0日 

池田市 

天神 

2-11-8 

市民活力部 

自動車事故 

大阪 800 

せ 3634 

対物 0 63,800 
令和4年 

3 月 3 日 
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報告第２号 

 

 

処分報告について  

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、池

田市市税条例の一部を改正する条例を次のとおり専決処分したので、同条第３

項の規定によりこれを報告し、承認を求める。 

 

 

  令和４年５月１８日 提出 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

  地方税法の一部改正等に伴い、本条例の一部を改正する必要が生じたので

専決処分したものである。 
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専決第１号 

 

 

池田市市税条例の一部改正について 

 

 

 池田市市税条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

 

 

  令和４年３月３１日 専決処分 

 

 

                     池田市長 瀧 澤 智 子   
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池田市条例第１０号 

 

池田市市税条例の一部を改正する条例 

 

池田市市税条例（平成１７年池田市条例第２２号）の一部を次のように改正

する。 

第２４条の２第１項第５号中「（所得税法施行令の一部を改正する政令（平

成２０年政令第１５５号）附則第１３条第２項の規定によりなお効力を有する

ものとされる改正前の所得税法施行令第２１７条第１項第２号及び第３号に規

定する民法法人を含む。）」を削る。 

第４６条第９項中「第３２１条の８第６０項」を「第３２１条の８第６２

項」に、「同条第６０項」を「同条第６２項」に改め、同条第１５項中「第３

２１条の８第６９項」を「第３２１条の８第７１項」に改める。 

第８４条中「固定資産課税台帳」の次に「（同条第１項ただし書の規定によ

る措置を講じたものを含む。）」を加える。 

第８５条中「証明書」の次に「（同条ただし書の規定による措置を講じたも

のを含む。）」を加える。 

附則第１３条第２項中「第１５項、第１７項から第１９項まで、第２１項、

第２６項、第３３項から第３５項まで、第３７項、第３９項若しくは第４３

項」を「第１４項、第１６項から第１８項まで、第２０項、第２５項、第３２

項から第３４項まで、第３６項若しくは第４０項」に改める。 

附則第１３条の２第３項中「附則第１５条第２７項第１号イ」を「附則第１

５条第２６項第１号イ」に改め、同条第４項中「附則第１５条第２７項第１号

ロ」を「附則第１５条第２６項第１号ロ」に改め、同条第５項中「附則第１５

条第２７項第１号ハ」を「附則第１５条第２６項第１号ハ」に改め、同条第６

項中「附則第１５条第２７項第１号ニ」を「附則第１５条第２６項第１号ニ」
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に改め、同条第７項中「附則第１５条第２７項第２号イ」を「附則第１５条第

２６項第２号イ」に改め、同条第８項中「附則第１５条第２７項第２号ロ」を

「附則第１５条第２６項第２号ロ」に改め、同条第９項中「附則第１５条第２

７項第２号ハ」を「附則第１５条第２６項第２号ハ」に改め、同条第１０項中

「附則第１５条第２７項第３号イ」を「附則第１５条第２６項第３号イ」に改

め、同条第１１項中「附則第１５条第２７項第３号ロ」を「附則第１５条第２

６項第３号ロ」に改め、同条第１２項中「附則第１５条第２７項第３号ハ」を

「附則第１５条第２６項第３号ハ」に改め、同条第１３項中「附則第１５条第

３４項」を「附則第１５条第３３項」に改め、同条第１４項中「附則第１５条

第３５項」を「附則第１５条第３４項」に改め、同条第１５項中「附則第１５

条第４６項」を「附則第１５条第４３項」に改める。 

附則第１４条第９項各号列記以外の部分中「熱損失防止改修住宅」を「熱損

失防止改修等住宅」に、「熱損失防止改修専有部分」を「熱損失防止改修等専

有部分」に、「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同

項第４号から第６号までの規定中「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修

工事等」に改め、同条第１１項各号列記以外の部分中「特定熱損失防止改修住

宅又は」を「特定熱損失防止改修等住宅又は」に、「特定熱損失防止改修住宅

専有部分」を「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」に、「熱損失防止改修工

事」を「熱損失防止改修工事等」に改め、同項第４号から第６号までの規定中

「熱損失防止改修工事」を「熱損失防止改修工事等」に改める。 

附則第１８条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年

度分の固定資産税にあっては、１００分の２．５）」を加える。 

附則第２４条第１項中「１００分の５」の次に「（商業地等に係る令和４年

度分の都市計画税にあっては、１００分の２．５）」を加える。 

附 則 

（施行期日） 
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第１条 この条例は、令和４年４月１日から施行する。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の池田市市税条

例（以下「新条例」という。）の規定中固定資産税に関する部分は、令和４

年度以後の年度分の固定資産税について適用し、令和３年度分までの固定資

産税については、なお従前の例による。 

２ 令和２年４月１日から令和４年３月３１日までの間に取得された地方税法

等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）第１条の規定による改正前

の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第２項に規定する施

設又は設備に対して課する固定資産税については、なお従前の例による。 

（都市計画税に関する経過措置） 

第３条 新条例の規定中都市計画税に関する部分は、令和４年度以後の年度分

の都市計画税について適用し、令和３年度分までの都市計画税については、

なお従前の例による。 
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報告第２号  説  明 

 

池田市市税条例の一部改正について 

 

地方税法等の一部を改正する法律（令和４年法律第１号）の施行等に伴い、

本条例の一部改正を行ったものである。 

 

１ 市民税関係 

 (1) 特例民法法人に対する寄附金に係る個人市民税の寄附金税額控除の経過

措置期間の終了に伴う規定の削除 

個人市民税の寄附金税額控除に係る規定において、特例民法法人（平成

２０年１２月１日に施行した公益法人制度において、その従前の制度によ

り設立された社団法人又は財団法人から公益社団法人若しくは公益財団法

人又は一般社団法人若しくは一般財団法人に移行することができる期間に

おける当該社団法人又は財団法人をいう。）に対する寄附金についての文

言を削るものであること。 

（第２４条の２の改正関係） 

(2) 法人市民税の外国税額控除に関し所要の措置を講じることに伴う規定の

整理 

法人市民税の申告納付に係る規定中の引用条項を改めるものであること。 

（第４６条の改正関係） 

  

２ 固定資産税及び都市計画税関係 

 (1) 固定資産課税台帳の閲覧等における措置の明確化に伴う規定の整備 

   固定資産課税台帳の閲覧及び固定資産課税台帳の記載事項に係る証明書

の交付において、固定資産課税台帳に記載の住所を明らかにすることによ
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り人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがある等の場合に、一定の措置

を講じることができることが明確化されたことに伴い、それぞれの手数料

に係る規定において、所要の整備を行うものであること。 

（第８４条及び第８５条の改正関係） 

(2) 固定資産税等の課税標準の特例措置の改正に伴う規定の整理 

地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条に規定する固定資

産税等の課税標準の特例の一部が改正されることに伴い、都市計画税の読

替規定及び地域決定型地方税制特例措置（わがまち特例）に係る規定中の

引用条項を改めるものであること。 

（附則第１３条及び第１３条の２の改正関係） 

 (3) 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置の対象拡大に伴う

規定の整理 

   省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について、一定の

条件の下、太陽光発電装置等の設置工事を行った住宅が対象に加えられた

ことに伴い、当該減額措置の申告に係る規定において、所要の整理をする

ものであること。 

（附則第１４条の改正関係） 

 (4) 土地に係る固定資産税及び都市計画税の負担調整措置に係る改正 

評価額の上昇による税額の激変緩和の観点から、令和４年度に限り、商

業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の５パーセントから２．５パー

セントに引き下げるものであること。 

（附則第１８条及び第２４条の改正関係） 

３ 施行期日等 

  この条例は、令和４年４月１日から施行するものであること。また、所要

の経過措置を規定するものであること。 

（改正条例附則関係） 
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報告第２号  参  考 

池田市市税条例の一部を改正する条例対照表 

        改        正        前         改        正        後 

第１条～第２４条 （略） 

（寄附金税額控除） 

第２４条の２ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第１項第１

号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金（市内に事務所又は事業

所を有する法人に対するものに限る。）若しくは金銭のうち市民の福祉の増

進に寄与するものとして規則で定めるものを支出した場合には、同項に規定

するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同条第２項に規

定する特例控除対象寄附金（以下「特例控除対象寄附金」という。）を支出

した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以

下この項において「控除額」という。）をその者の第２２条及び前条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、

当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の

額に相当する金額とする。 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 所得税法施行令第２１７条第３号に規定する公益社団法人及び公益財団

法人（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成２０年政令第１５５

号）附則第１３条第２項の規定によりなお効力を有するものとされる改正

第１条～第２４条 （略） 

 （寄附金税額控除） 

第２４条の２ 所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第１項第１

号及び第２号に掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金（市内に事務所又は事業

所を有する法人に対するものに限る。）若しくは金銭のうち市民の福祉の増

進に寄与するものとして規則で定めるものを支出した場合には、同項に規定

するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同条第２項に規

定する特例控除対象寄附金（以下「特例控除対象寄附金」という。）を支出

した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以

下この項において「控除額」という。）をその者の第２２条及び前条の規定

を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、

当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額は、当該所得割の

額に相当する金額とする。 

 (1)～(4) （略） 

 (5) 所得税法施行令第２１７条第３号に規定する公益社団法人及び公益財団

法人に対する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明らかなもの

を除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

-
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        改        正        前         改        正        後 

前の所得税法施行令第２１７条第１項第２号及び第３号に規定する民法法

人を含む。）に対する寄附金（出資に関する業務に充てられることが明ら

かなものを除き、当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限

る。） 

 (6)～(10) （略） 

２ （略） 

第２５条～第４５条の６ （略） 

 （法人の市民税の申告納付） 

第４６条 （略） 

２～８ （略） 

９ 法第３２１条の８第６０項に規定する特定法人である内国法人は、第１項

の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申告

については、同項の規定にかかわらず、同条第６０項及び施行規則で定める

ところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項（次項及び第

１１項において「申告書記載事項」という。）を法第７６２条第１号に規定

する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構

（第１１項において「機構」という。）を経由して行う方法により市長に提

供することにより、行わなければならない。 

１０～１４ （略） 

 

 

 

 

(6)～(10) （略） 

２ （略） 

第２５条～第４５条の６ （略） 

 （法人の市民税の申告納付） 

第４６条 （略） 

２～８ （略） 

９ 法第３２１条の８第６２項に規定する特定法人である内国法人は、第１項

の規定により、納税申告書により行うこととされている法人の市民税の申

告については、同項の規定にかかわらず、同条第６２項及び施行規則で定

めるところにより、納税申告書に記載すべきものとされている事項（次項

及び第１１項において「申告書記載事項」という。）を法第７６２条第１

号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税

共同機構（第１１項において「機構」という。）を経由して行う方法によ

り市長に提供することにより、行わなければならない。 

１０～１４ （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２１条

の８第６９項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分

又は届出書の提出があった日の翌日以後の第１２項前段の期間内に行う第９

項の申告については、第１２項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内

国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでな

い。 

１６ （略） 

第４７条～第８３条 （略） 

 （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第８４条 法第３８２条の２に規定する固定資産課税台帳の閲覧の手数料は、

池田市手数料条例第２条に定めるところによる。ただし、法第４１６条第３

項又は第４１９条第８項の規定により公示した期間において納税義務者の閲

覧に供する場合にあっては、手数料を徴しない。 

 

（固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） 

第８５条 法第３８２条の３に規定する固定資産課税台帳に記載されている事

項の証明書の交付手数料は、池田市手数料条例第２条に定めるところによ

る。 

第８６条～第１４２条 （略） 

１５ 第１２項前段の規定の適用を受けている内国法人につき、法第３２１条

の８第７１項の処分又は前項の届出書の提出があったときは、これらの処分

又は届出書の提出があった日の翌日以後の第１２項前段の期間内に行う第９

項の申告については、第１２項前段の規定は、適用しない。ただし、当該内

国法人が、同日以後新たに同項前段の承認を受けたときは、この限りでな

い。 

１６ （略） 

第４７条～第８３条 （略） 

 （固定資産課税台帳の閲覧の手数料） 

第８４条 法第３８２条の２に規定する固定資産課税台帳（同条第１項ただし

書の規定による措置を講じたものを含む。）の閲覧の手数料は、池田市手数

料条例第２条に定めるところによる。ただし、法第４１６条第３項又は第４

１９条第８項の規定により公示した期間において納税義務者の閲覧に供する

場合にあっては、手数料を徴しない。 

 （固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付手数料） 

第８５条 法第３８２条の３に規定する固定資産課税台帳に記載されている事

項の証明書（同条ただし書の規定による措置を講じたものを含む。）の交付

手数料は、池田市手数料条例第２条に定めるところによる。 

第８６条～第１４２条 （略） 
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        改        正        前         改        正        後 

   附 則 

第１条～第１２条の２ （略） 

 （読替規定） 

第１３条 （略） 

２ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１５項、第１７項から第１９項ま

で、第２１項、第２６項、第３３項から第３５項まで、第３７項、第３９項

若しくは第４３項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定

の適用がある各年度分の都市計画税に限り、第１３８条第２項中「又は第３

３項」とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３ま

で若しくは第６３条」とする。 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１３条の２ （略） 

２ （略） 

３ 法附則第１５条第２７項第１号イに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２７項第１号ロに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２７項第１号ハに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

   附 則 

第１条～第１２条の２ （略） 

 （読替規定） 

第１３条 （略） 

２ 法附則第１５条第１項、第１０項、第１４項、第１６項から第１８項ま

で、第２０項、第２５項、第３２項から第３４項まで、第３６項若しくは第

４０項、第１５条の２第２項、第１５条の３又は第６３条の規定の適用があ

る各年度分の都市計画税に限り、第１３８条第２項中「又は第３３項」とあ

るのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３まで若しくは

第６３条」とする。 

 （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１３条の２ （略） 

２ （略） 

３ 法附則第１５条第２６項第１号イに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

４ 法附則第１５条第２６項第１号ロに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

５ 法附則第１５条第２６項第１号ハに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 
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        改        正        前         改        正        後 

６ 法附則第１５条第２７項第１号ニに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２７項第２号イに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２７項第２号ロに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２７項第２号ハに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２７項第３号イに規定する設備について同号に規定す

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２７項第３号ロに規定する設備について同号に規定す

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２７項第３号ハに規定する設備について同号に規定す

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第３４項に規定する条例で定める割合は、２分の１とす

る。 

１４ 法附則第１５条第３５項に規定する条例で定める割合は、３分の２とす

る。 

１５ 法附則第１５条第４６項に規定する条例で定める割合は、３分の１とす

６ 法附則第１５条第２６項第１号ニに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、３分の２とする。 

７ 法附則第１５条第２６項第２号イに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、４分の３とする。 

８ 法附則第１５条第２６項第２号ロに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、４分の３とする。 

９ 法附則第１５条第２６項第２号ハに規定する設備について同号に規定する

条例で定める割合は、４分の３とする。 

１０ 法附則第１５条第２６項第３号イに規定する設備について同号に規定す

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

１１ 法附則第１５条第２６項第３号ロに規定する設備について同号に規定す

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

１２ 法附則第１５条第２６項第３号ハに規定する設備について同号に規定す

る条例で定める割合は、２分の１とする。 

１３ 法附則第１５条第３３項に規定する条例で定める割合は、２分の１とす

る。 

１４ 法附則第１５条第３４項に規定する条例で定める割合は、３分の２とす

る。 

１５ 法附則第１５条第４３項に規定する条例で定める割合は、３分の１とす
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        改        正        前         改        正        後 

る。 

１６・１７ （略） 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者が

すべき申告） 

第１４条 （略） 

２～８ （略） 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修住宅又は同条第１０項の熱損

失防止改修専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者は、

同条第９項に規定する熱損失防止改修工事が完了した日から３月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲げる書

類を添付して市長に提出しなければならない。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 熱損失防止改修工事が完了した年月日 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第１２条第３１項に規定す

る補助金等 

(6) 熱損失防止改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

１０ （略） 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修住宅又は

る。 

１６・１７ （略） 

 （新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者が

すべき申告） 

第１４条 （略） 

２～８ （略） 

９ 法附則第１５条の９第９項の熱損失防止改修等住宅又は同条第１０項の熱

損失防止改修等専有部分について、これらの規定の適用を受けようとする者

は、同条第９項に規定する熱損失防止改修工事等が完了した日から３月以内

に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則第７条第９項各号に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければならない。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１２条第３１項に規定

する補助金等 

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過した後に申告書を提

出する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

１０ （略） 

１１ 法附則第１５条の９の２第４項に規定する特定熱損失防止改修等住宅又
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        改        正        前         改        正        後 

同条第５項に規定する特定熱損失防止改修住宅専有部分について、これらの

規定の適用を受けようとする者は、法附則第１５条の９第９項に規定する熱

損失防止改修工事が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記載した

申告書に施行規則附則第７条第１１項各号に掲げる書類を添付して市長に提

出しなければならない。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 熱損失防止改修工事が完了した年月日 

(5) 熱損失防止改修工事に要した費用及び令附則第１２条第３１項に規定す

る補助金等 

(6) 熱損失防止改修工事が完了した日から３月を経過した後に申告書を提出

する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

１２・１３ （略） 

第１５条～第１７条 （略） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資

産税の特例） 

第１８条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産

税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当

該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等

は同条第５項に規定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分について、これ

らの規定の適用を受けようとする者は、法附則第１５条の９第９項に規定す

る熱損失防止改修工事等が完了した日から３月以内に、次に掲げる事項を記

載した申告書に施行規則附則第７条第１１項各号に掲げる書類を添付して市

長に提出しなければならない。 

 (1)～(3) （略） 

 (4) 熱損失防止改修工事等が完了した年月日 

(5) 熱損失防止改修工事等に要した費用及び令附則第１２条第３１項に規定

する補助金等 

(6) 熱損失防止改修工事等が完了した日から３月を経過した後に申告書を提

出する場合には、３月以内に提出することができなかった理由 

１２・１３ （略） 

第１５条～第１７条 （略） 

（宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資

産税の特例） 

第１８条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の固定資産

税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅地等の当

該年度分の固定資産税に係る前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該宅

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき価格（当該宅地等

-
 
1
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３の２の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下

この条において同じ。）に１００分の５を乗じて得た額を加算した額（令和

３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該宅

地等調整固定資産税額とする。 

 

２～５ （略） 

第１９条～第２３条 （略） 

 （宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計

画税の特例） 

第２４条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画

税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当

該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当該宅地等

が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３の２の規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下

この条において同じ。）に１００分の５（商業地等に係る令和４年度分の固

定資産税にあっては、１００分の２．５）を乗じて得た額を加算した額（令

和３年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固定資産税の課税標準額）

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税について法第３４９条の３又は附則

第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る当該

年度分の固定資産税の課税標準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。）を超える場合には、当該宅

地等調整固定資産税額とする。 

２～５ （略） 

第１９条～第２３条 （略） 

 （宅地等に対して課する令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計

画税の特例） 

第２４条 宅地等に係る令和３年度から令和５年度までの各年度分の都市計画

税の額は、当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該宅地等の当

該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市計画税の課税標準額に、当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき価格（当該宅地等

-
 
1
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

が当該年度分の都市計画税について法第７０２条の３の規定の適用を受ける

宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同

じ。）に１００分の５を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の都市計

画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）（当該宅地等が当該

年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は附

則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計

画税額（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当

該宅地等調整都市計画税額とする。 

 

２～５ （略） 

第２５条～第５７条 （略） 

 

が当該年度分の都市計画税について法第７０２条の３の規定の適用を受ける

宅地等であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額。以下同

じ。）に１００分の５（商業地等に係る令和４年度分の都市計画税にあって

は、１００分の２．５）を乗じて得た額を加算した額（令和３年度分の都市

計画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標準額）（当該宅地等が当

該年度分の固定資産税について法第３４９条の３（第１８項を除く。）又は

附則第１５条から第１５条の３までの規定の適用を受ける宅地等であるとき

は、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき額とした場合における都市計

画税額（以下「宅地等調整都市計画税額」という。）を超える場合には、当

該宅地等調整都市計画税額とする。 

２～５ （略） 

第２５条～第５７条 （略） 
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報告第３号 

 

 

処分報告について 

 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、下

記の事項について次のとおり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれ

を報告し、承認を求める。 

 

記 

 

令和３年度池田市一般会計補正予算（第１２号） 

 

 

  令和４年５月１８日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

理  由 

地方交付税等の確定に伴い、令和３年度として予算化する必要が生じたの

で、専決処分したものである。 
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専決第２号

　令和３年度池田市の一般会計補正予算（第１２号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ６３,１１２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　４５,９３０,４４４千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ 「第１表  歳入歳

　出予算補正」による。

　　令和４年３月３１日　専決処分

令和３年度池田市一般会計補正予算（第１２号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子
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報告第３号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 １ ２ 号

令和３年度
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歳 出
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参 考 資 料
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（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 21,295,070     ─  　 21,295,070     

人　  件　  費 8,004,935     ─  　 8,004,935     

扶　  助　  費 9,992,176     ─  　 9,992,176     

公　  債　  費 3,297,959     ─  　 3,297,959     

 投 資 的 経 費 3,950,218     ─  　 3,950,218     

 そ　   の   　他 20,748,268     △ 63,112     20,685,156     

物　  件　  費 8,683,704     ─  　 8,683,704     

そ　  の　  他 12,064,564     △ 63,112     12,001,452     

45,993,556     △ 63,112     45,930,444     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表
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寄 付 指 定 事 業 件 数 金 額（千円） 基　金　名 積立額（千円）

　消防の充実に関する事業 93 1,496 -                 

　地域コミュニティの推進に関する事業 69 1,131 -                 

　商工、農林及び園芸の振興に関する事業 142 2,320 - 

　観光の振興に関する事業 259 4,723 - 

　五月山動物園の整備事業 316 5,721 - 

　五月山の保全事業 73 2,036 -                 

　郷土の歴史・文化・遺産を守り伝える事業 63 1,247 -                 

　池田市版SDGsモデル構築事業 53 788 -                 

新型コロナウイルス感染症対策生理の貧困等女性問題対策プロジェクト 49 863 -                 

　指定無し 2,807 51,276 -                 

　市民安全の充実に関する事業 1,320 21,572 -                 　世界に誇れる安全で安心なまちづくり基金 21,572

　公益活動の促進に関する事業 54 1,193 -                 　公益活動促進基金 1,193

15                　文化振興基金 1,676

-                 　音楽教育振興基金 10,000 

　環境の保全及び改善に関する事業（環境関係） 207 3,642 -                 　環境基金 3,642

　環境の保全及び改善に関する事業（緑化関係） 36 3,243 -                 　緑化基金 3,243

　保健福祉の充実に関する事業 388 6,312 -                 　福祉基金 6,312

　子育て支援の充実に関する事業 1,368 23,143 -                 　子ども・子育て基金 23,143

　公共施設の充実に関する事業 46 838 -                 　公共施設整備基金 838

　教育の充実に関する事業 271 4,927 -                 　教育振興基金 4,927 

　スポーツの振興に関する事業 69 1,085 -                 

　オリンピック・パラリンピック ホストタウン事業 7 100 100              

　まち・ひと・しごと創生事業（企業版ふるさと納税） 1 3,000 3,000           

計 7,800 152,347 3,115 計 149,232

みんなでつくるまちの寄付金関係 補正予算参考資料

令和３年度 みんなでつくるまちの寄付内訳 事業充当額
（千円）

基金積立内訳

　文化の振興に関する事業 109

　みんなでつくるまち推進基金 71,601

　スポーツ振興基金 1,085 

11,691

-
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報告第４号 

 

 

債権の放棄に係る報告について 

 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第１０号の規定に基

づき、池田市債権管理条例（平成３０年池田市条例第３号）第８条の規定によ

り、市の債権を放棄したので、同条例第９条の規定により報告する。 

 

 

  令和４年５月１８日 提出 

 

 

池田市長 瀧 澤 智 子   

 

 

 

 

 

 

理  由 

  令和３年度中に放棄した市の債権について報告するものである。 
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 池田市債権管理条例（平成３０年池田市条例第３号。以下「条例」という。）

第８条各号のいずれかに該当することにより、令和３年度中に放棄した非強制

徴収債権及びその履行の遅滞に係る延滞金、遅延損害金その他の徴収金は以下

のとおりである。 

 

 

番号 債権額（円） 備　　考

1 平成16年9月27日 243,750 条例第8条第3号（消滅時効）

計 243,750

番号 債権額（円） 備　　考

1 平成11年2月28日 300,000 条例第8条第3号（消滅時効）

2 平成12年2月16日 300,000 条例第8条第3号（消滅時効）

3 平成12年2月16日 300,000 条例第8条第3号（消滅時効）

4 平成12年2月28日 300,000 条例第8条第3号（消滅時効）

計 1,200,000

番号 債権額（円） 備　　考

1 平成23年9月5日 57,000 条例第8条第3号（消滅時効）

2 平成24年6月11日 119,139 条例第8条第3号（消滅時効）

3 平成25年2月20日 155,000 条例第8条第3号（消滅時効）

4 平成26年1月9日 77,648 条例第8条第3号（消滅時効）

5 平成27年10月5日 123,066 条例第8条第3号（消滅時効）

6 平成27年10月6日 42,320 条例第8条第3号（消滅時効）

7 平成27年10月23日 159,690 条例第8条第3号（消滅時効）

8 平成28年4月22日 236,770 条例第8条第3号（消滅時効）

9 平成28年10月28日 128,938 条例第8条第3号（消滅時効）

10 平成28年11月25日 210,617 条例第8条第3号（消滅時効）

11 平成28年12月6日 50,523 条例第8条第3号（消滅時効）

12 平成29年3月8日 65,710 条例第8条第3号（消滅時効）

13 平成29年3月9日 206,478 条例第8条第3号（消滅時効）

14 平成29年5月2日 61,920 条例第8条第3号（消滅時効）

15 平成29年5月19日 25,359 条例第8条第3号（消滅時効）

16 平成29年5月22日 6,511 条例第8条第3号（消滅時効）

17 平成29年5月23日 82,796 条例第8条第3号（消滅時効）

放棄する債権の名称（所属） 福祉貸付金〔生活資金貸付金〕（福祉部）

債権放棄年月日 令和4年3月1日

放棄する債権の名称（所属） 福祉貸付金〔高等学校入学準備金貸付金〕（福祉部）

放　棄　事　由発生年月日

債権放棄年月日 令和4年3月1日

放棄する債権の名称（所属） 使用料（市立池田病院事務局）

債権放棄年月日 令和4年3月1日

放　棄　事　由

放　棄　事　由発生年月日

発生年月日
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番号 債権額（円） 備　　考

18 平成29年6月5日 74,046 条例第8条第3号（消滅時効）

19 平成29年6月9日 45,222 条例第8条第3号（消滅時効）

20 平成29年7月18日 33,140 条例第8条第3号（消滅時効）

21 平成29年8月28日 25,290 条例第8条第3号（消滅時効）

22 平成29年10月3日 53,110 条例第8条第3号（消滅時効）

23 平成29年10月30日 40,293 条例第8条第3号（消滅時効）

24 平成29年12月20日 40,160 条例第8条第3号（消滅時効）

計 2,120,746

番号 債権額（円） 備　　考

1 平成15年2月28日 6,439 条例第8条第3号（消滅時効）

2 平成18年11月16日 35,250 条例第8条第3号（消滅時効）

3 平成19年5月29日 111,503 条例第8条第3号（消滅時効）

4 平成22年9月28日 78,923 条例第8条第3号（消滅時効）

5 平成25年3月16日 113,481 条例第8条第3号（消滅時効）

6 平成25年3月28日 153,056 条例第8条第3号（消滅時効）

7 平成25年7月16日 9,869 条例第8条第3号（消滅時効）

8 平成26年6月28日 3,237 条例第8条第3号（消滅時効）

9 平成26年6月28日 46,892 条例第8条第3号（消滅時効）

10 平成26年7月16日 32,339 条例第8条第3号（消滅時効）

11 平成26年7月29日 426,568 条例第8条第3号（消滅時効）

12 平成26年11月18日 11,355 条例第8条第3号（消滅時効）

13 平成26年11月18日 37,054 条例第8条第3号（消滅時効）

14 平成27年4月15日 81 条例第8条第3号（消滅時効）

15 平成27年4月16日 820 条例第8条第3号（消滅時効）

16 平成27年4月16日 1,150 条例第8条第3号（消滅時効）

17 平成27年4月16日 9,882 条例第8条第3号（消滅時効）

18 平成27年4月16日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

19 平成27年4月16日 3,832 条例第8条第3号（消滅時効）

20 平成27年4月16日 6,630 条例第8条第3号（消滅時効）

21 平成27年4月16日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

22 平成27年4月16日 36,209 条例第8条第3号（消滅時効）

23 平成27年4月28日 169,165 条例第8条第3号（消滅時効）

24 平成27年4月28日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

25 平成27年4月28日 3,930 条例第8条第3号（消滅時効）

26 平成27年4月28日 2,343 条例第8条第3号（消滅時効）

27 平成27年4月28日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

28 平成27年4月28日 7,029 条例第8条第3号（消滅時効）

29 平成27年4月28日 14,001 条例第8条第3号（消滅時効）

30 平成27年4月28日 19,261 条例第8条第3号（消滅時効）

31 平成27年4月28日 3,066 条例第8条第3号（消滅時効）

発生年月日

放棄する債権の名称（所属）

債権放棄年月日

発生年月日

放　棄　事　由

放　棄　事　由

使用料〔水道料金及びメーター料〕（上下水道部）

令和4年3月1日

- 55 -



 

 

番号 債権額（円） 備　　考

32 平成27年4月28日 5,140 条例第8条第3号（消滅時効）

33 平成27年4月28日 8,035 条例第8条第3号（消滅時効）

34 平成27年4月28日 13,041 条例第8条第3号（消滅時効）

35 平成27年5月16日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

36 平成27年5月16日 1,533 条例第8条第3号（消滅時効）

37 平成27年5月16日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

38 平成27年5月16日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

39 平成27年5月16日 19,336 条例第8条第3号（消滅時効）

40 平成27年5月16日 2,683 条例第8条第3号（消滅時効）

41 平成27年5月16日 9,198 条例第8条第3号（消滅時効）

42 平成27年5月16日 7,332 条例第8条第3号（消滅時効）

43 平成27年5月16日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

44 平成27年5月28日 5,247 条例第8条第3号（消滅時効）

45 平成27年5月28日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

46 平成27年5月28日 9,846 条例第8条第3号（消滅時効）

47 平成27年5月28日 17,398 条例第8条第3号（消滅時効）

48 平成27年5月28日 12,979 条例第8条第3号（消滅時効）

49 平成27年5月28日 20,338 条例第8条第3号（消滅時効）

50 平成27年5月28日 3,066 条例第8条第3号（消滅時効）

51 平成27年5月28日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

52 平成27年5月28日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

53 平成27年5月28日 3,066 条例第8条第3号（消滅時効）

54 平成27年5月28日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

55 平成27年5月28日 40,751 条例第8条第3号（消滅時効）

56 平成27年5月28日 2,872 条例第8条第3号（消滅時効）

57 平成27年5月28日 3,066 条例第8条第3号（消滅時効）

58 平成27年5月28日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

59 平成27年5月28日 1,857 条例第8条第3号（消滅時効）

60 平成27年5月28日 5,976 条例第8条第3号（消滅時効）

61 平成27年6月16日 4,216 条例第8条第3号（消滅時効）

62 平成27年6月16日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

63 平成27年6月16日 4,599 条例第8条第3号（消滅時効）

64 平成27年6月30日 5,064 条例第8条第3号（消滅時効）

65 平成27年6月30日 12,522 条例第8条第3号（消滅時効）

66 平成27年6月30日 8,752 条例第8条第3号（消滅時効）

67 平成27年6月30日 2,808 条例第8条第3号（消滅時効）

68 平成27年7月16日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

69 平成27年7月16日 2,461 条例第8条第3号（消滅時効）

70 平成27年7月16日 6,922 条例第8条第3号（消滅時効）

71 平成27年7月16日 1,231 条例第8条第3号（消滅時効）

72 平成27年7月28日 11,495 条例第8条第3号（消滅時効）

73 平成27年7月28日 12,980 条例第8条第3号（消滅時効）

74 平成27年7月28日 4,599 条例第8条第3号（消滅時効）

発生年月日 放　棄　事　由
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番号 債権額（円） 備　　考

75 平成27年7月28日 1,916 条例第8条第3号（消滅時効）

76 平成27年7月28日 2,872 条例第8条第3号（消滅時効）

77 平成27年7月28日 216 条例第8条第3号（消滅時効）

78 平成27年7月28日 4,513 条例第8条第3号（消滅時効）

79 平成27年7月28日 8,205 条例第8条第3号（消滅時効）

80 平成27年8月18日 5,209 条例第8条第3号（消滅時効）

81 平成27年8月18日 76,938 条例第8条第3号（消滅時効）

82 平成27年8月28日 5,540 条例第8条第3号（消滅時効）

83 平成27年8月28日 5,982 条例第8条第3号（消滅時効）

84 平成27年8月28日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

85 平成27年8月28日 793 条例第8条第3号（消滅時効）

86 平成27年8月28日 6,564 条例第8条第3号（消滅時効）

87 平成27年8月28日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

88 平成27年9月16日 17,289 条例第8条第3号（消滅時効）

89 平成27年9月16日 5,226 条例第8条第3号（消滅時効）

90 平成27年9月16日 65,205 条例第8条第3号（消滅時効）

91 平成27年9月28日 2,299 条例第8条第3号（消滅時効）

92 平成27年9月28日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

93 平成27年9月29日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

94 平成27年9月29日 4,102 条例第8条第3号（消滅時効）

95 平成27年10月16日 820 条例第8条第3号（消滅時効）

96 平成27年10月16日 13,509 条例第8条第3号（消滅時効）

97 平成27年10月16日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

98 平成27年10月28日 172,411 条例第8条第3号（消滅時効）

99 平成27年10月28日 11,355 条例第8条第3号（消滅時効）

100 平成27年10月28日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

101 平成27年11月16日 4,923 条例第8条第3号（消滅時効）

102 平成27年11月16日 486 条例第8条第3号（消滅時効）

103 平成27年11月16日 4,102 条例第8条第3号（消滅時効）

104 平成27年11月16日 7,953 条例第8条第3号（消滅時効）

105 平成27年11月16日 218,904 条例第8条第3号（消滅時効）

106 平成27年11月16日 766 条例第8条第3号（消滅時効）

107 平成27年11月28日 4,513 条例第8条第3号（消滅時効）

108 平成27年11月28日 2,299 条例第8条第3号（消滅時効）

109 平成27年11月28日 4,513 条例第8条第3号（消滅時効）

110 平成27年11月28日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

111 平成27年12月16日 1,884 条例第8条第3号（消滅時効）

112 平成27年12月16日 4,102 条例第8条第3号（消滅時効）

113 平成27年12月16日 3,066 条例第8条第3号（消滅時効）

114 平成27年12月16日 2,073 条例第8条第3号（消滅時効）

115 平成27年12月16日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

116 平成27年12月16日 3,282 条例第8条第3号（消滅時効）

117 平成27年12月29日 3,595 条例第8条第3号（消滅時効）

発生年月日 放　棄　事　由
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番号 債権額（円） 備　　考

118 平成27年12月29日 1,533 条例第8条第3号（消滅時効）

119 平成28年1月16日 3,066 条例第8条第3号（消滅時効）

120 平成28年1月16日 3,147 条例第8条第3号（消滅時効）

121 平成28年1月16日 3,066 条例第8条第3号（消滅時効）

122 平成28年1月16日 1,533 条例第8条第3号（消滅時効）

123 平成28年1月28日 8,250 条例第8条第3号（消滅時効）

124 平成28年1月28日 2,299 条例第8条第3号（消滅時効）

125 平成28年2月16日 5,869 条例第8条第3号（消滅時効）

126 平成28年2月16日 2,829 条例第8条第3号（消滅時効）

127 平成28年2月16日 1,533 条例第8条第3号（消滅時効）

128 平成28年3月1日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

129 平成28年3月1日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

130 平成28年3月1日 2,623 条例第8条第3号（消滅時効）

131 平成28年3月16日 1,533 条例第8条第3号（消滅時効）

132 平成28年3月16日 151 条例第8条第3号（消滅時効）

133 平成28年3月16日 6,534 条例第8条第3号（消滅時効）

134 平成28年3月16日 18,198 条例第8条第3号（消滅時効）

135 平成28年3月16日 47,088 条例第8条第3号（消滅時効）

136 平成28年3月29日 1,533 条例第8条第3号（消滅時効）

137 平成28年3月29日 1,458 条例第8条第3号（消滅時効）

138 平成28年3月29日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

139 平成28年3月29日 2,613 条例第8条第3号（消滅時効）

140 平成28年3月29日 1,641 条例第8条第3号（消滅時効）

141 平成28年3月29日 1,231 条例第8条第3号（消滅時効）

142 平成28年3月29日 235 条例第8条第3号（消滅時効）

計 2,489,571

発生年月日 放　棄　事　由
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議案第３０号 

 

 

人事院勧告に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

 

 人事院勧告に伴う関係条例の整備に関する条例を次のように制定する。 

 

 

  令和４年５月１８日 提出 

 

 

                   池田市長 瀧 澤 智 子  

 

 

 

 

 

 

 

 

理  由 

 令和３年８月１０日に発出された人事院勧告に伴い、関係条例の規定の整

備を行うため、本条例を制定するものである。 
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池田市条例第  号 

 

   人事院勧告に伴う関係条例の整備に関する条例（案） 

 

（池田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正） 

第１条 池田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１

年池田市条例第２２号）の一部を次のように改正する。 

第５条第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２１２．５」に改め

る。 

（池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

第２条 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年

池田市条例第１４号）の一部を次のように改正する。 

第１４条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に改

める。 

 （池田市特別職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第３条 池田市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２７年池田市条例第１

４号）の一部を次のように改正する。 

  第３条の２第２項中「１００分の２２０」を「１００分の２１２．５」に

改める。 

（池田市一般職の職員の給与に関する条例の一部改正） 

第４条 池田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年池田市条例第１

９号）の一部を次のように改正する。 

第３３条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に、

「１００分の１０７．５」を「１００分の１００」に改め、同条第３項中

「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に、「１００分の７２．

５」を「１００分の６７．５」に、「１００分の１０７．５」を「１００分
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の１００」に、「１００分の６２．５」を「１００分の５７．５」に改め、

同条第４項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に、「１０

０分の２２０」を「１００分の２１２．５」に改める。 

 （池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例の一部改正） 

第５条 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例（令和

２年池田市条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

第２１条第２項中「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に、

「１００分の１０７．５」を「１００分の１００」に改め、同条第３項中

「１００分の１２７．５」を「１００分の１２０」に、「１００分の７２．

５」を「１００分の６７．５」に、「１００分の１０７．５」を「１００分

の１００」に、「１００分の６２．５」を「１００分の５７．５」に改める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

（令和４年６月に支給する期末手当に関する特例措置） 

２ 令和４年６月に支給する期末手当（池田市会計年度任用職員の給与及び費

用弁償に関する条例第１条に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任

用職員」という。）に係る期末手当を除く。以下同じ。）の額は、第１条の

規定による改正後の池田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条

例第５条第２項、第３条の規定による改正後の池田市特別職の職員の給与に

関する条例第３条の２第２項、第４条の規定による改正後の池田市一般職の

職員の給与に関する条例（第２号イにおいて「新給与条例」という。）第３

３条第２項（同条第３項又は第４項の規定により読み替えて適用する場合を

含む。）及び第５条の規定による改正後の池田市立幼稚園型認定こども園の

教育職員の給与に関する条例（第３号イにおいて「新幼稚園給与条例」とい

う。）第２１条第２項（同条第３項の規定により読み替えて適用する場合を
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含む。）並びに公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年池

田市条例第２１号）第４条若しくは第８条、外国の地方公共団体の機関等に

派遣される職員の処遇等に関する条例（平成４年池田市条例第１９号）第４

条第１項、職員の育児休業等に関する条例（平成４年池田市条例第２号）第

７条第１項、池田市一般職の職員の給与に関する条例第１８条第１項から第

３項まで若しくは第５項若しくは第３３条第５項若しくは第６項又は池田市

立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例第２１条第４項若し

くは第３３条第１項から第３項まで若しくは第５項の規定にかかわらず、こ

れらの規定により算定される期末手当の額（その額に５０銭未満の端数を生

じたときはこれを切り捨て、５０銭以上１円未満の端数を生じたときはこれ

を１円に切り上げた額。以下「基準額」という。）から、令和３年１２月に

支給された期末手当の額に、同月１日における次の各号に掲げる者の区分ご

とに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額（その額に１円未満の

端数を生じたときは、これを切り捨てた額。以下「調整額」という。）を減

じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末

手当は、支給しない。 

(1) 池田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第１条第１項

に規定する議長、副議長及び議員、池田市特別職の職員の給与に関する条

例第１条各号に掲げる職員並びに池田市一般職の職員の給与に関する条例

第８条の２第１項に規定する特定任期付職員 ２２０分の１５ 

(2) 池田市一般職の職員の給与に関する条例第１条に規定する本市一般職の

職員（前号の特定任期付職員、次号に掲げる者及び会計年度任用職員を除

く。） 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合 

ア イからエまでに掲げる職員以外の職員 １２７．５分の１５ 

イ 再任用職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の

４第１項又は第２８条の５第１項の規定により採用された職員をいう。
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以下同じ。）以外の職員のうち新給与条例第３３条第２項に規定する特

定管理職員（以下この号において「特定管理職員」という。） １０７．

５分の１５ 

ウ 再任用職員のうち特定管理職員以外のもの ７２．５分の１０ 

エ 再任用職員のうち特定管理職員 ６２．５分の１０ 

(3) 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例第１条に

規定する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合 

ア イからエまでに掲げる職員以外の職員 １２７．５分の１５ 

イ 再任用職員以外の職員のうち新幼稚園給与条例第２１条第２項に規定

する職務の級（以下この号において「職務の級」という。）が６級のも

の １０７．５分の１５ 

ウ 再任用職員のうち職務の級が６級以外の級のもの ７２．５分の１０ 

エ 再任用職員のうち職務の級が６級のもの ６２．５分の１０ 
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議案第３０号  説  明 

 

人事院勧告に伴う関係条例の整備に関する条例の制定について 

 

１ 池田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年池

田市条例第２２号）の一部改正〔第１条関係〕 

令和４年度以降における池田市議会の議員の期末手当について支給割合を

１００分の２１２．５に引き下げるものであること。 

（第１条中第５条の改正関係） 

２ 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例（令和元年池田

市条例第１４号）の一部改正〔第２条関係〕 

令和４年度以降における会計年度任用職員の期末手当について支給割合を

１００分の１２０に引き下げるものであること。 

（第２条中第１４条の改正関係） 

３ 池田市特別職の職員の給与に関する条例（昭和２７年池田市条例第１４号）

の一部改正〔第３条関係〕 

令和４年度以降における特別職の職員の期末手当について支給割合を１０

０分の２１２．５に引き下げるものであること。 

（第３条中第３条の２の改正関係） 

４ 池田市一般職の職員の給与に関する条例（昭和３２年池田市条例第１９号）

の一部改正〔第４条関係〕 

令和４年度以降における特定任期付職員及び再任用職員以外の一般職の職

員の期末手当について支給割合を１００分の１２０（特定管理職員にあって

は、１００分の１００）に、再任用職員の期末手当について支給割合を１０

０分の６７．５（特定管理職員にあっては、１００分の５７．５）に、特定

任期付職員の期末手当について支給割合を１００分の２１２．５に引き下げ
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るものであること。 

（第４条中第３３条の改正関係） 

５ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例（令和２年

池田市条例第３０号）の一部改正〔第５条関係〕 

令和４年度以降における再任用職員以外の教育職員の期末手当について支

給割合を１００分の１２０（職務の級が６級の職員にあっては、１００分の

１００）に、再任用職員の期末手当について支給割合を１００分の６７．５

（職務の級が６級の職員にあっては、１００分の５７．５）に引き下げるも

のであること。 

（第５条中第２１条の改正関係） 

６ この条例は、公布の日から施行するものであること。また、会計年度任用

職員を除き、令和３年度の期末手当の引下げに相当する額を令和４年６月期

の期末手当から減額する特例を設けるものであること。 

（改正条例附則関係） 
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議案第３０号  参  考 

人事院勧告に伴う関係条例の整備に関する条例（案）対照表 

        改        正        前         改        正        後 

  １ 池田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

第１条～第４条 （略） 

 （期末手当） 

第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在（退職し、又は死亡した議

長、副議長及び議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）において受

けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に１００分の２０を乗じて

得た額の合計額に１００分の２２０を乗じて得た額に、基準日以前６か月以

内の期間におけるその者の在職期間に応じ、次の各号に掲げる割合を乗じて

得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

第５条の２・第６条 （略） 

  ２ 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

第１条～第１３条 （略） 

 （フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１４条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額（基準日現在（退職し、又は死亡したフ

１ 池田市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 

第１条～第４条 （略） 

 （期末手当） 

第５条 （略） 

２ 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在（退職し、又は死亡した議

長、副議長及び議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）において受

けるべき議員報酬の月額及びその議員報酬の月額に１００分の２０を乗じて

得た額の合計額に１００分の２１２．５を乗じて得た額に、基準日以前６か

月以内の期間におけるその者の在職期間に応じ、次の各号に掲げる割合を乗

じて得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

第５条の２・第６条 （略） 

  ２ 池田市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例 

第１条～第１３条 （略） 

 （フルタイム会計年度任用職員の期末手当） 

第１４条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額（基準日現在（退職し、又は死亡したフ

-
 
6
6
 
-



        改        正        前         改        正        後 

ルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）にお

いてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合

計額をいう。）に１００分の１２７．５を乗じて得た額に、基準日以前６か

月以内の期間におけるその者の在職期間（この条例の適用を受ける会計年度

任用職員として在職した期間をいう。以下同じ。）の次の各号に掲げる区分

に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

３～５ （略） 

第１５条～第３２条 （略） 

３ 池田市特別職の職員の給与に関する条例 

第１条～第３条 （略） 

（期末手当） 

第３条の２ （略） 

２ 前項の期末手当の額は、それぞれその基準日現在における給料の月額及び

地域手当の月額並びにこれらの合計額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に１００分の２２０を乗じて得た額とする。 

第４条～第６条 （略） 

４ 池田市一般職の職員の給与に関する条例 

第１条～第３２条 （略） 

ルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在）にお

いてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合

計額をいう。）に１００分の１２０を乗じて得た額に、基準日以前６か月以

内の期間におけるその者の在職期間（この条例の適用を受ける会計年度任用

職員として在職した期間をいう。以下同じ。）の次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

３～５ （略） 

第１５条～第３２条 （略） 

３ 池田市特別職の職員の給与に関する条例 

第１条～第３条 （略） 

（期末手当） 

第３条の２ （略） 

２ 前項の期末手当の額は、それぞれその基準日現在における給料の月額及び

地域手当の月額並びにこれらの合計額に１００分の２０を乗じて得た額の合

計額に１００分の２１２．５を乗じて得た額とする。 

第４条～第６条 （略） 

４ 池田市一般職の職員の給与に関する条例 

第１条～第３２条 （略） 

-
 
6
7
 
-



        改        正        前         改        正        後 

 （期末手当） 

第３３条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５を乗じて得た額

（行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるもの並

びに同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任

の度等がこれに相当するもの（これらの職員のうち、市長が定める職員を除

く。第３４条において「特定管理職員」という。）にあっては、１００分の

１０７．５を乗じて得た額）に、基準日以前６か月以内の期間におけるその

者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じ

て得た額とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００分の１

２７．５」とあるのは「１００分の７２．５」と、「１００分の１０７．

５」とあるのは「１００分の６２．５」とする。 

４ 特定任期付職員に対する第２項の規定の適⽤については、同項中「１００

分の１２７．５」とあるのは「１００分の２２０」とする。 

５・６ （略） 

第３３条の２～第３８条 （略） 

５ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例 

 （期末手当） 

第３３条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２０を乗じて得た額（行

政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が６級以上であるもの並びに

同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の複雑、困難及び責任の度

等がこれに相当するもの（これらの職員のうち、市長が定める職員を除く。

第３４条において「特定管理職員」という。）にあっては、１００分の１０

０を乗じて得た額）に、基準日以前６か月以内の期間におけるその者の在職

期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額

とする。 

(1)～(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００分の１

２０」とあるのは「１００分の６７．５」と、「１００分の１００」とある

のは「１００分の５７．５」とする。 

４ 特定任期付職員に対する第２項の規定の適⽤については、同項中「１００

分の１２０」とあるのは「１００分の２１２．５」とする。 

５・６ （略） 

第３３条の２～第３８条 （略） 

５ 池田市立幼稚園型認定こども園の教育職員の給与に関する条例 

-
 
6
8
 
-



        改        正        前         改        正        後 

第１条～第２０条 （略） 

 （期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２７．５（職務の級が６

級の職員にあっては、１００分の１０７．５）を乗じて得た額に、基準日以

前６か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応

じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００分の１

２７．５」とあるのは「１００分の７２．５」と、「１００分の１０７．

５」とあるのは「１００分の６２．５」とする。 

４ （略） 

第２２条～第３９条 （略） 

 

 

 

 

 

 

第１条～第２０条 （略） 

 （期末手当） 

第２１条 （略） 

２ 期末手当の額は、期末手当基礎額に１００分の１２０（職務の級が６級の

職員にあっては、１００分の１００）を乗じて得た額に、基準日以前６か月

以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該

各号に定める割合を乗じて得た額とする。 

 (1)～(4) （略） 

３ 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「１００分の１

２０」とあるのは「１００分の６７．５」と、「１００分の１００」とある

のは「１００分の５７．５」とする。 

４ （略） 

第２２条～第３９条 （略） 

 

 

 

 

 

 
 

-
 
6
9
 
-



議案第３１号 

 

 

池田市監査委員の選任について 

                       

 

  下記の者を池田市監査委員に選任したいので、地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１９６条第１項の規定により、議会の同意を求める。 

 

記 

 

  住 所 

 

  氏 名 

 

             年  月  日生    

※議会運営の都合上、選任する候補者の住所、氏名及び生年月日は表示なし  

 

    令和４年５月１８日  提出 

 

                       池田市長  瀧 澤 智 子   

 

理  由 

池田市監査委員として議会議員のうちから選任されている小林吉三氏は、

来る令和４年５月３１日をもって辞任されるので、その後任を選任するもの

である。 
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議案第３２号

令和４年度

池 田 市 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算

（第２号）

-
 
7
1
 
-



-
 
7
2
 
-



令和４年度池田市病院事業会計補正予算（第２号） 

 

 

 （総 則） 

 第１条 令和４年度池田市病院事業会計の補正予算（第２号）は、次に定めるところによる。 

 

 

 （収益的支出） 

 第２条 令和４年度池田市病院事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の予定額を、次のとおり補正 

  する。 

 

支       出 

 

                                                   （単位：千円） 

科 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計 

 第１款 病 院 事 業 費 用  １３,８８１,５１７  △ ９１,４３８   １３,７９０,０７９  

  第１項 医 業 費 用  １３,６７３,２６１  △ ９１,４３８   １３,５８１,８２３  

 

 

 

 

-
 
7
3
 
-



 （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

 第３条 予算第７条に定めた経費の金額を、次のとおり補正する。 

  (1) 職員給与費「６,４３５,７９３千円」を「６,３４４,３５５千円」に改める。 

 

 

 

 

          令和 ４ 年 ５ 月 １８ 日  提 出 

 

                     大阪府池田市長  瀧 澤   智 子 

-
 
7
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-



令和４年度池田市病院事業会計補正予算実施計画

款 項 目

病 院 事 業 費 用 13,881,517 △ 91,438 13,790,079

医 業 費 用 13,673,261 △ 91,438 13,581,823

給 与 費 6,435,793 △ 91,438 6,344,355

収 益 的 支 出

（単位：千円）

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

-
 
7
5
 
-



(単位：千円）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益又は当年度純損失（△） △ 240,090

減価償却費  707,007

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,247

賞与引当金・法定福利費引当金の増減額（△は減少）  9,857

貸倒引当金の増減額（△は減少）  545

長期前受金戻入 △ 38,316

受取利息 △ 17

支払利息  127,638

固定資産除却費 21,000

未収金の増減額（△は増加） △ 130,270

未払金の増減額（△は減少） 10,634

小計  471,235

利息の受取額  17

利息の支払額 △ 127,638

業務活動によるキャッシュ・フロー 343,614

令和４年度池田市病院事業予定キャッシュ・フロー計算書

（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

-
 
7
6
 
-



２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 506,180

寄附金等による収入  2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー　 △ 504,180

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入  556,000

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 1,308,642

リース債務の返済による支出 △ 22,307

他会計からの出資による収入  796,889

財務活動によるキャッシュ・フロー 21,940

資金増加額（又は減少額） △ 138,626

資金期首残高  3,081,914

資金期末残高  2,943,288

-
 
7
7
 
-



補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

１．総　　　括

(　)内は、短時間勤務職員 （単位：千円）

1 542

1 542

0 0

※ 手当及び法定福利費については、引当金繰入額を含む。

（単位：千円）

10,008

0

職員数（人） 給 与 費
法定福利費

947,2675,463,206

合 計 備 考
特別職 一般職 給 料 手 当給料調整額 報 酬 計

補正後
（ 270 ）

2,782,255 2,387,307 207,146 5,386,71610,008

区 分

△ 91,438

932,319 6,319,035
児童手当25,320千円
を除く。

補正前
（ 270 ）

2,782,255 2,463,797 207,146 6,410,473
児童手当25,320千円
を除く。

比 較
（ 000 ）

0 △ 76,490 0 △ 76,490 △ 14,948

区 分

補正後

補正前

比 較

区 分

補正後

補正前

比 較

手当の

内 訳

扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当 初任給調整手当 時間外勤務手当

47,012 97,392 342,275 94,005 299,425

47,012 97,392 342,275 94,005 299,425

0 0 0 0 0

通 勤 手 当 住 居 手 当 特殊勤務手当 期末勤勉手当 宿 日 直 手 当 退 職 給 付 費

53,915 61,143 278,081 897,489 75,053 141,517

53,915 61,143 278,081 973,979 75,053 141,517

0 0 0 △ 76,490 0 0

-
 
7
8
 
-



ア．会計年度任用職員以外の職員

(　)内は、短時間勤務職員 （単位：千円）

1 542

1 542

0 0

※ 手当及び法定福利費については、引当金繰入額を含む。

（単位：千円）

5,203,153

合 計
給 与 費

1,995,215

△ 14,948

児童手当25,320千円
を除く。

△ 76,4900

4,405,561

区 分

児童手当25,320千円
を除く。812,540

特別職

職員数（人）

報 酬

5,294,591

備 考法定福利費
手 当

797,592

4,482,051

0

10,008

2,193,192

1,995,215

△ 91,438

一般職

△ 76,490

207,146

計

0

（ 9 ）

207,146

給 料 給料調整額

比 較

補正前

補正後

2,269,682

（ 0 ）

（ 9 ）
10,008

区 分

補正後

補正前

比 較

区 分

補正後

補正前

比 較

通 勤 手 当 住 居 手 当 特殊勤務手当 期末勤勉手当

37,291 48,373 239,814 891,855 38,870 141,517

141,517

退 職 給 付 費

初任給調整手当 時間外勤務手当

216,674

0

216,67494,005

45,126 97,392 342,275 94,005

扶 養 手 当 管 理 職 手 当 地 域 手 当

△ 76,490 0

手当の

内 訳

0 0 0 0

45,126 97,392 342,275

宿 日 直 手 当

0

37,291 48,373 239,814 968,345 38,870

0 0 0

-
 
7
9
 
-



２．給料及び手当の増減額の明細

（単位：千円）

手 当 △ 76,490 給与改定に伴う減少分 期末勤勉手当 諸手当の改定状況

１．期末勤勉手当の支給月数の改定

(　)内は、再任用職員

２．令和４年６月期の期末手当に関する

　　特例措置

令和３年度の期末手当の引下げに

相当する額を令和４年６月期の期

末手当から減額するもの

区 分 増 減 額 増 減 事 由 説 明 備 考

区 分 ６月 １２月 計

（1.125月分） （1.125月分） （2.250月分）

2.150月分 2.150月分 4.300月分

（1.175月分） （1.175月分） （2.350月分）

2.225月分 2.225月分 4.450月分

補正後

補正前

-
 
8
0
 
-



-
 
8
1
 
-



１

(1)

(ｱ)

(ｲ)

(ｳ)

(ｴ)

(ｵ)

(ｶ)

(ｷ)

△ 4,095,079

5,282,478

△ 503,641

減 価 償 却 累 計 額

土 地

（令和５年３月３１日）

千円 千円千円

建 物 18,804,454

6,145,361

5,540,937

3,800

△ 13,263,517

令和４年度池田市病院事業予定貸借対照表

資　　産　　の　　部　

千円

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

1,187,399

507,441

建 設 仮 勘 定 20,400

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

構 築 物

器 械 及 び 備 品

車 両

リ ー ス 資 産

13,034,008

1,689

206,000

84

有形固定資産合計

減 価 償 却 累 計 額 △ 69,973 136,027

減 価 償 却 累 計 額 △ 1,605

-
 
8
2
 
-



(2)

(ｱ)

(ｲ)

(3)

(ｱ)

２

(1)

(2)

(3)

無 形 固 定 資 産

投 資

投 資 合 計

修 学 資 金 貸 付 金

電 話 加 入 権

固 定 資 産 合 計

流 動 資 産

2,243

18,936

0

7,200

△ 7,200

未 収 金

貸 倒 引 当 金

その他無形固定資産

無形固定資産合計

資 産 合 計

△ 11,395

貯 蔵 品

流 動 資 産 合 計

貸 倒 引 当 金

現 金 預 金

4,896,904

1,927,592

21,179

2,943,288

0

17,952,091

1,916,197

37,419

13,055,187

-
 
8
3
 
-



３

(1)

(ｱ)

（2）

（3）

(ｱ)

４

(1)

(ｱ)

（2）

（3）

（4）

(ｱ)

(ｲ)

（5）

1,871,836未 払 金

引 当 金

企 業 債 合 計

引 当 金 合 計

1,649,979

1,195,220

固 定 負 債

企 業 債

引 当 金

企 業 債

66,539

法定福利費引当金

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

リ ー ス 債 務

リ ー ス 債 務

負　　債　　の　　部

退 職 給 付 引 当 金

流 動 負 債 合 計

賞 与 引 当 金

預 り 金

引 当 金 合 計

固 定 負 債 合 計

企 業 債 合 計

流 動 負 債

1,195,220

385,888

3,542,169

4,722,637

86,511

6,459,127

4,722,637

22,686

322,702

63,186

1,649,979

-
 
8
4
 
-



５

(1)

６

７

(1)

(ｱ)

(2)

(ｱ)

7,687,938

△ 16,877,393

△ 16,888,773

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

収 益 化 累 計 額

11,380

資 本 剰 余 金

資　　本　　の　　部

受 贈 財 産 評 価 額

当年度未処理欠損金

利 益 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計

16,888,773

△ 148,997

17,952,091

利 益 剰 余 金 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 合 計

負 債 資 本 合 計

負 債 合 計

剰 余 金

411,854

10,264,153

24,565,331

11,380

262,857

資 本 金

繰 延 収 益 合 計

-
 
8
5
 
-



-
 
8
6
 
-



議案第３２号　　説　　明

令和４年度

池田市病院事業会計補正予算説明

（第２号）

-
 
8
7
 
-



-
 
8
8
 
-



千円 千円 千円 千円 千円

病院事業費用 13,881,517 △ 91,438 13,790,079

医 業 費 用 13,673,261 △ 91,438 13,581,823

給 与 費 6,435,793 △ 91,438 6,344,355

手 当 等 △ 63,449 期末勤勉手当 △ 63,449 減額

賞 与 引 当 金
繰 入 金

△ 13,041 賞与引当金繰入額 △ 13,041 減額

法 定 福 利 費 △ 12,396 共済組合負担金 △ 12,396 減額

法 定 福 利 費
引当金繰入額

△ 2,552
法定福利費引当金
繰入額

△ 2,552 減額

収　益　的　支　出

款 項 目 既決予定額 補正予定額 補正後予定額 節 金 額 説 明

-
 
8
9
 
-



 

-
 
9
0
 
-



令 和 ４ 年 度

池 田 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算

（第１号）

　議案第３３号

-
 
9
1
 
-



 議案第　　号

（総　　　則）

第１条　令和４年度池田市水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

第２条　令和４年度池田市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的支出の

  予定額を、次のとおり補正する。

（単位　千円）

１水 道 事 業 費 用 ２，３７０，１２８ △６，４９４ ２，３６３，６３４

１ 営 業 費 用 ２，１５４，７５７ △６，４９４ ２，１４８，２６３

令和４年度池田市水道事業会計補正予算（第１号）

科　　　　　　　　目
計

款 項
既 決 予 定 額 補 正 予 定 額

-
 
9
2
 
-



第３条　予算第４条本文括弧書中「１，０４１，３８１千円」を「１，０４０，１８５千円」に改め、

　資本的支出の予定額を、次のとおり補正する。

（単位　千円）

１資 本 的 支 出 １，７０１，９３７ △１，１９６ １，７００，７４１

３ 施 設 整 備 費 ９３６，５００ △１，１９６ ９３５，３０４

（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第４条　予算第７条に定めた経費の金額を、次のように改める。

（単位　千円）

既 決 予 定 額 計

４６０，１２６ △７，６９０ ４５２，４３６

補 正 予 定 額

（資本的収入及び支出）

　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　　瀧　澤　智　子

令和 ４ 年 ５ 月 １８ 日　提　出

科　　　　　　　　目

（１）　職　　員　　給　　与　　費

項
既 決 予 定 額

科　　　　　　　　目
計

款
補 正 予 定 額

-
 
9
3
 
-



１ 水 道 事 業 費 用 ２，３７０，１２８ △６，４９４ ２，３６３，６３４

１ 営 業 費 用 ２，１５４，７５７ △６，４９４ ２，１４８，２６３

１ 浄 水 費 ６６２，５８１ △３，１１３ ６５９，４６８

２ 配 水 費 １７２，７９１ △１，０８６ １７１，７０５

３ 給 水 費 １２，４６３ △１８３ １２，２８０

４ 業 務 費 １５５，６２０ △５１２ １５５，１０８

５ 総 係 費 ２２７，９２０ △１，６００ ２２６，３２０

１ 資 本 的 支 出 １，７０１，９３７ △１，１９６ １，７００，７４１

３ 施 設 整 備 費 ９３６，５００ △１，１９６ ９３５，３０４

１ 事 務 費 ９７，１９４ △１，１９６ ９５，９９８

収　益　的　支　出

（単位　千円）

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

令和４年度池田市水道事業会計補正予算実施計画

（単位　千円）

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

資　本　的　支　出

-
 
9
4
 
-



-
 
9
5
 
-



減価償却費 ９１４,５９７

７

（単位　千円）

当年度純利益又は当年度純損失（△） △ ４０,５０６

貸倒引当金の増減額（△は減少）

１,７２８

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

退職給付引当金の増減額（△は減少） △ １２,６８６

受取利息 △ ５４１

長期前受金戻入 △ １４０,３１６

賞与等引当金の増減額（△は減少）

支払利息 １０９,５５１

未払金の増減額（△は減少） △ ２,４２６

固定資産除売却費 ８,７８９

未収金の増減額（△は増加） ２８,４８１

小　計 ８６６,６７８

利息の受取額 ５４１

利息の支払額 △ １０９,５５１

業務活動によるキャッシュ・フロー ７５７,６６８

（ 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで ）

令和４年度池田市水道事業予定キャッシュ・フロー計算書

-
 
9
6
 
-



投資活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金増加額（又は減少額）

資金期首残高

資金期末残高

府補助金による収入

△ ６６４

有形固定資産の取得による支出 △

１４,８０３

２,８６２,７２２

財務活動によるキャッシュ・フロー

１９４,８２０

２,６６７,９０２

△

投資活動によるキャッシュ・フロー △ ９３２,８５３

△ ６５６,５３５

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入

２

△ １９,６３５

３

６３６,９００

９５５,７４５

工事負担金による収入

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

一般会計および他の特別会計からの繰入金による収入 １,４５２

有形固定資産の売却による収入 １

府補助金の返還による支出

７,３００

-
 
9
7
 
-



１　総　　　括 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

250 193,937 187,114 381,301 

0 0 △6,494 △6,494 

0       0       △ 6,494       0       

報　酬 給　料 手　当 計

250 193,937 

5,029       470       85,571       25,534       

5,029       470       92,065       25,534       

期末勤勉手当 退 職 給 付 費住 居 手 当 特殊勤務手当

11,688     31,207     11,250     3,097     

0     0     0     0     0     

6,774     11,688     31,207     11,250     3,097     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当

455,741 児童手当 4,385千円を除く。
46人 

通 勤 手 当

△1,196 △7,690 
0人 

( )内は、短時間勤務職員で外書である。

補 正 前 1人 
( 4人)

74,440 

手当の内訳

扶 養 手 当

6,774     

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費

比　　較 0人 
( 0人)

73,244 448,051 

合　計 備　　　　考
一般職

補 正 後 1人 
( 4人)

180,620 374,807 児童手当 4,385千円を除く。
46人 

-
 
9
8
 
-



イ．会計年度任用職員以外の職員 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

5,029       470       91,227       25,534       

0       0       △ 6,445       0       

退 職 給 付 費

5,029       470       84,782       25,534       

2,854     

0     0     0     0     0     

31,207     11,076     

6,774     11,688     31,207     11,076     2,854     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当 通 勤 手 当

( )内は、短時間勤務職員で外書である。

手当の内訳

扶 養 手 当

6,774     11,688     

住 居 手 当

△6,445 △6,445 △1,186 △7,631 

特殊勤務手当 期末勤勉手当

0人 

375,684 73,622 449,306 児童手当 4,385千円を除く。
46人 

比　　較 0人 
( 0人)

0 0 

72,436 441,675 児童手当 4,385千円を除く。
46人 

補 正 前 1人 
( 1人)

250 189,575 185,859 

手　当 計

補 正 後 1人 
( 1人)

250 189,575 179,414 369,239 

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費 合　計 備　　　　考
一般職 報　酬 給　料

-
 
9
9
 
-



ロ．会計年度任用職員 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費 合　計 備　　　　考
一般職 報　酬 給　料 手　当 計

補 正 後  － 
( 3人)

 － 4,362 1,206 5,568 6,376 
 － 

補 正 前  － 
( 3人)

 － 4,362 1,255 

比　　較  － 
( 0人)

 － 0 

808 

 － 

5,617 818 6,435 
 － 

住 居 手 当

△49 △49 △10 △59 

特殊勤務手当 期末勤勉手当

通 勤 手 当

( )内は、短時間勤務職員で外書である。

手当の内訳

扶 養 手 当

－    －    

－    －    －    174     243     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当

243     

－    －    －    0     0     

－    174     

退 職 給 付 費

－   　  －   　  789       －   　  

－   　  －   　  838       －   　  

－   　  －   　  △ 49       －   　  

-
 
1
0
0
 
-



２　給料及び手当の増減額の明細

区　分 増 減 額

手   当 △ 6,494 給与改定に伴う減少分 期末勤勉手当 諸手当の改定状況

　１．期末勤勉手当の支給月数の改定

区　　分 ６ 月 １２ 月 計

補正後
(1.125月分)
2.150月分

(1.125月分)
2.150月分

(2.250月分)
4.300月分

補正前
(1.175月分)
2.225月分

(1.175月分)
2.225月分

(2.350月分)
4.450月分

（　）内は、再任用短時間勤務職員

増　減　事　由 説　　　　　明

（単位　千円）

備　　　　　　　　　　　　考

　２．令和４年６月期の期末手当に関する特例措置

　　　令和３年度の期末手当の引下げに相当する額を

　　令和４年６月期の期末手当から減額するもの

-
 
1
0
1
 
-



１

(1)

２，１４１，５５８

７７３，８５５

△　３９１，８０８ ３８２，０４７

２３，２３５，１１７

△　１１，３８７，９００ １１，８４７，２１７

１０，５１８，２３５

△　６，４５６，７０３ ４，０６１，５３２

３８，４７４

△　２９，０９７ ９，３７７

２１４，９１６

△　１１７，９５８ ９６，９５８

２０４，２２７

１８，７４２，９１６

令和４年度池田市水道事業予定貸借対照表

建 物

ハ

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

ホ

ヘ

ト 建 設 仮 勘 定

減 価 償 却 累 計 額

工 具 、 器 具 及 び 備 品

有 形 固 定 資 産

減 価 償 却 累 計 額

減 価 償 却 累 計 額

土 地

ロ

有 形 固 定 資 産 合 計

構 築 物

機 械 及 び 装 置

車 両 運 搬 具

( 令 和 ５ 年 ３ 月 ３１ 日 )
(単位　千円)

資　　産　　の　　部

ニ

固 定 資 産

イ

-
 
1
0
2
 
-



(2)

７６３，５８４

７７８

７６４，３６２

１９，５０７，２７８

２

(1) ２，６６７，９０２

(2) ２４９，８９８

△　７，５８５ ２４２，３１３

(3) ２６，２８０

２，９３６，４９５

２２，４４３，７７３

流 動 資 産

電 話 加 入 権

貯 蔵 品

流 動 資 産 合 計

資 産 合 計

イ

ロ

無 形 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

ダ ム 使 用 権

現 金 預 金

未 収 金

無 形 固 定 資 産

貸 倒 引 当 金

-
 
1
0
3
 
-



３

(1)

８，２６０，１８６

８，２６０，１８６

(2)

３２２，８８５

３２２，８８５

８，５８３，０７１

４

(1)

６５６，６８９

６５６，６８９

(2) １１３，２６０

(3) １３８，９６２

(4)

３４，４４９

３４，４４９

９４３，３６０

預 り 金

充 て る た め の 企 業 債

引 当 金 合 計

イ 賞 与 等 引 当 金

イ

引 当 金 合 計

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

企 業 債 合 計

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

流 動 負 債

企 業 債

イ 退 職 給 付 引 当 金

固 定 負 債

企 業 債

負　　債　　の　　部

固 定 負 債 合 計

流 動 負 債 合 計

未 払 金

引 当 金

引 当 金

-
 
1
0
4
 
-



５

(1) ５，８４５，４３７

△　３，４９１，９６３

２，３５３，４７４

１１，８７９，９０５

６ ９，９０１，３２８

７

(1)

７２１，６７０

７２１，６７０

(2)

５９，１３０

５９，１３０

６６２，５４０

１０，５６３，８６８

２２，４４３，７７３

繰 延 収 益

長 期 前 受 金

収 益 化 累 計 額

負 債 資 本 合 計

資 本 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

イ

欠 損 金

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

負 債 合 計

欠 損 金 合 計

イ

剰 余 金

資 本 金

資　　本　　の　　部

繰 延 収 益 合 計

受 贈 財 産 評 価 額

資 本 剰 余 金

-
 
1
0
5
 
-



-
 
1
0
6
 
-



令 和 ４ 年 度

池田市水道事業会計補正予算説明

（第１号）

　議案第３３号　　説　　明

-
 
1
0
7
 
-



千円 千円 千円 千円

手 当 等

 期末勤勉手当 △2,216 減額

賞与等引当金
繰 入 額

△1,086 

１ △3,113 659,468 

２ 配 水 費 172,791 

手 当 等 △2,216 

千円

2,363,634 

区　　　分

2,148,263 

171,705 

 法定福利費引当金繰入額

賞与等引当金
繰 入 額

減額

(1) 営 業 費 用 2,154,757 △6,494 

１

浄 水 費 662,581 

水道事業費用 2,370,128 △6,494 

収　益　的　支　出

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

説　　　　　　　　　明
金　　額

△78 

法 定 福 利 費 △423 

△474  賞与引当金繰入額 △396 

△782 

減額 共済組合負担金 △423 

 期末勤勉手当 △782 減額

△155 減額 賞与引当金繰入額 △130 

減額

-
 
1
0
8
 
-



区　　　分
款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計

節
説　　　　　　　　　明

金　　額

千円 千円 千円 千円

賞与等引当金
繰 入 額

減額

 賞与引当金繰入額

減額△24 

△3 

 期末勤勉手当 △367 手 当 等 △367 

賞与等引当金
繰 入 額

 健康保険負担金 △1 

△74 

法 定 福 利 費

 賞与引当金繰入額

法 定 福 利 費

155,108 

３ 12,280 

業 務 費 155,620 △512 

△149 

△21 

△27 

４

給 水 費 12,463 △183 

手 当 等 △135 

 法定福利費引当金繰入額 △25 減額

 共済組合負担金 △149 減額

千円

 期末勤勉手当

 法定福利費引当金繰入額

△135 減額

 共済組合負担金 △20 

△62 減額

減額

減額

減額

-
 
1
0
9
 
-



区　　　分
款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計

節
説　　　　　　　　　明

金　　額

千円 千円 千円 千円 千円

賞与等引当金
繰 入 額

 共済組合負担金

法 定 福 利 費 △181 

226,320 総 係 費

減額

手 当 等

△250  賞与引当金繰入額

 健康保険負担金 △3 

△178 

減額

減額

△1,169 

 共済組合負担金

 期末勤勉手当

減額△71 

227,920 △1,600 

法 定 福 利 費 △71 

５

減額

 法定福利費引当金繰入額 △12 

△1,169 

 法定福利費引当金繰入額 △41 減額

△209 減額

-
 
1
1
0
 
-



千円 千円 千円 千円

減額△192 

 期末勤勉手当 △1,004 減額

95,998 

法 定 福 利 費 △192  共済組合負担金

資　本　的　支　出

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計
節

区　　　分
説　　　　　　　　　明

金　　額

千円

1,700,741 １ 資 本 的 支 出 1,701,937 △1,196 

(3)施 設 整 備 費 936,500 

事 務 費

△1,196 935,304 

１ 97,194 △1,196 

手 当 等 △1,004 

-
 
1
1
1
 
-



 

-
 
1
1
2
 
-



令 和 ４ 年 度

池田市公共下水道事業会計補正予算

（第１号）

　議案第３４号

-
 
1
1
3
 
-



（総　　　則）

第１条　令和４年度池田市公共下水道事業会計の補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（収益的収入及び支出）

（単位　千円）

１ 下水道事業収益 ２，８５０，６２９ △１，６４７ ２，８４８，９８２

１ 営 業 収 益 １，７８１，８０２ △１，５６９ １，７８０，２３３

２ 営 業 外 収 益 １，０６８，８２７ △７８ １，０６８，７４９

第２条　令和４年度池田市公共下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定めた収益的収

令和４年度池田市公共下水道事業会計補正予算（第１号）

補 正 予 定 額

収　　　　　　　　　入

科　　　　　　　　目

　入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。

計
款 項

既 決 予 定 額

-
 
1
1
4
 
-



（単位　千円）

１ 下水道事業費用 ２，８３９，７３４ △３，５８６ ２，８３６，１４８

１ 営 業 費 用 ２，６６７，７７０ △３，５８６ ２，６６４，１８４

第３条　予算第４条本文括弧書中「７７９，５６９千円」を「７７８，２１５千円」に改め、資本的支

　出の予定額を、次のとおり補正する。

（単位　千円）

１ 資 本 的 支 出 ２，４４３，１３７ △１，３５４ ２，４４１，７８３

１ 建 設 改 良 費 １，７４９，５４４ △１，３５４ １，７４８，１９０

（資本的収入及び支出）

科　　　　　　　　目
計

款 項

科　　　　　　　　目
既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

款 項

支　　　　　　　　　出

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額

-
 
1
1
5
 
-



（議会の議決を経なければ流用することができない経費）

第４条　予算第７条に定めた経費の金額を、次のように改める。

（単位　千円）

既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

３０４，０３１ △４，９４０ ２９９，０９１

令和 ４ 年 ５ 月 １８ 日　提　出

　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　　瀧　澤　智　子

科　　　　　　　　目

（１）　職　　員　　給　　与　　費

-
 
1
1
6
 
-



１ 下 水 道 事 業 収 益 ２，８５０，６２９ △１，６４７ ２，８４８，９８２

１ 営 業 収 益 １，７８１，８０２ △１，５６９ １，７８０，２３３

２ 他 会 計 負 担 金 ７００，６２３ △１，５６９ ６９９，０５４

２ 営 業 外 収 益 １，０６８，８２７ △７８ １，０６８，７４９

２ 他 会 計 補 助 金 ７９，５８３ △７８ ７９，５０５

１ 下 水 道 事 業 費 用 ２，８３９，７３４ △３，５８６ ２，８３６，１４８

１ 営 業 費 用 ２，６６７，７７０ △３，５８６ ２，６６４，１８４

１ 管 渠 費 ２４３，３６５ △１，３９６ ２４１，９６９

２ 処 理 場 費 ６４０，６５４ △９６７ ６３９，６８７

５ 総 係 費 １０９，４５３ △１，２２３ １０８，２３０

支　　　　　　　出

（単位　千円）

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

（単位　千円）

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

令和４年度池田市公共下水道事業会計補正予算実施計画

収益的収入及び支出

収　　　　　　　入

-
 
1
1
7
 
-



１ 資 本 的 支 出 ２，４４３，１３７ △１，３５４ ２，４４１，７８３

１ 建 設 改 良 費 １，７４９，５４４ △１，３５４ １，７４８，１９０

１ 管 渠 布 設 費 １，５８４，０６０ △１，０３３ １，５８３，０２７

２ 処 理 場 建 設 費 １４５，８６５ △３２１ １４５，５４４

資  本  的  支  出

（単位　千円）

款 項 目 既 決 予 定 額 補 正 予 定 額 計

-
 
1
1
8
 
-



-
 
1
1
9
 
-



（単位　千円）

１９

４９

２４,０８５

８９１,７１６

△

長期前受金戻入

令和４年度池田市公共下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（ 令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで ）

１ 業務活動によるキャッシュ・フロー

賞与等引当金の増減額（△は減少）

支払利息

固定資産除売却費

当年度純利益又は当年度純損失（△） △

減価償却費

△

受取利息

△

貸倒引当金の増減額（△は減少）

未収金の増減額（△は増加）

退職給付引当金の増減額（△は減少）

２８,２３８

１３８,４６４

８８,０６１

１,４９８,８４４

未払金の増減額（△は減少） ５５１

小　計 ７２５,２９３

１３８,４６４

利息の受取額

利息の支払額 △

１９

５８６,８４８業務活動によるキャッシュ・フロー

１,０７５

１３,８８１

-
 
1
2
0
 
-



△

建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出

△

無形固定資産の取得による支出

他会計からの出資による収入

新規貸付による支出

貸付金の回収による収入

投資活動によるキャッシュ・フロー △

国庫補助金による収入

１,９４０,４２５

２ 投資活動によるキャッシュ・フロー

工事負担金による収入 ５８

有形固定資産の取得による支出 △

△

３ 財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 １,１５０,６００

△

資金期末残高

財務活動によるキャッシュ・フロー

資金期首残高

資金増加額（又は減少額）

８０５,６３６

１,０００

１,９０８,００３

１,９９８,４７５

９０,４７２

１５,７７７

２１

１６,３０６

１,１５１,１０４

一般会計および他の特別会計からの繰入金による収入 ９１２

４７３,７８４

６９２,５９３

-
 
1
2
1
 
-



１．総　　　括 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

3,696       431       60,326       13,881       

0       0       △ 4,159       0       

退 職 給 付 費

3,696       431       56,167       13,881       

特殊勤務手当 期末勤勉手当

20,991     4,939     3,600     

0     0     0     0     0     

5,250     9,900     20,991     4,939     3,600     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当 通 勤 手 当

( )内は、短時間勤務職員で外書である。

手当の内訳

扶 養 手 当

5,250     9,900     

住 居 手 当

△4,159 △4,159 △781 △4,940 
0人 

251,204 49,167 300,371 児童手当 3,660千円を除く。
33人 

比　　較 －  
( 0人)

0 0 

48,386 295,431 児童手当 3,660千円を除く。
33人 

補 正 前 －  
( 5人)

250 127,940 123,014 

手　当 計

補 正 後 －  
( 5人)

250 127,940 118,855 247,045 

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費 合　計 備　　　　考
一般職 報　酬 給　料

-
 
1
2
2
 
-



イ．会計年度任用職員以外の職員 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

3,696       431       59,651       13,881       

0       0       △ 4,119       0       

退 職 給 付 費

3,696       431       55,532       13,881       

特殊勤務手当 期末勤勉手当

20,991     4,904     3,576     

0     0     0     0     0     

5,250     9,900     20,991     4,904     3,576     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当 通 勤 手 当

( )内は、短時間勤務職員で外書である。

手当の内訳

扶 養 手 当

5,250     9,900     

住 居 手 当

△4,119 △4,119 △775 △4,894 
0人 

247,299 48,548 295,847 児童手当 3,660千円を除く。
33人 

比　　較 －  
( 0人)

0 0 

47,773 290,953 児童手当 3,660千円を除く。
33人 

補 正 前 －  
( 3人)

250 124,769 122,280 

手　当 計

補 正 後 －  
( 3人)

250 124,769 118,161 243,180 

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費 合　計 備　　　　考
一般職 報　酬 給　料

-
 
1
2
3
 
-



ロ．会計年度任用職員 (単位　千円）

特別職

(単位　千円）

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

区　　分

補 正 後

補 正 前

比　　較

－   　  －   　  675       －   　  

－   　  －   　  △ 40       －   　  

退 職 給 付 費

－   　  －   　  635       －   　  

特殊勤務手当 期末勤勉手当

－    35     24     

－    －    －    0     0     

－    －    －    35     24     

管 理 職 手 当 地 域 手 当 時間外勤務手当 通 勤 手 当

( )内は、短時間勤務職員で外書である。

手当の内訳

扶 養 手 当

－    －    

住 居 手 当

△40 △40 △6 △46 
－  

3,905 619 4,524 
－  

比　　較 －  
( 0人)

－  0 

613 4,478 
－  

補 正 前 －  
( 2人)

－  3,171 734 

手　当 計

補 正 後 －  
( 2人)

－  3,171 694 3,865 

区　　分
職　員　数 給　　与　　費

法 定 福 利 費 合　計 備　　　　考
一般職 報　酬 給　料

-
 
1
2
4
 
-



２　給料及び手当の増減額の明細

区　分 増 減 額

手   当 △ 4,159 給与改定に伴う減少分 期末勤勉手当 諸手当の改定状況

　１．期末勤勉手当の支給月数の改定

区　分 ６ 月 １２ 月 計

(1.125月分) (1.125月分) (2.250月分)
2.150月分 2.150月分 4.300月分

(1.175月分) (1.175月分) (2.350月分)
2.225月分 2.225月分 4.450月分

　　　令和３年度の期末手当の引下げに相当する額を

　　令和４年６月期の期末手当から減額するもの

（ ）内は、再任用短時間勤務職員

（単位　千円）

増　減　事　由 説　　　　　明 備　　　　　　　　　　　　考

補正後

補正前

　２．令和４年６月期の期末手当に関する特例措置

-
 
1
2
5
 
-



１

(1)

２，１４１，４６９

１，７６９，３５１

△　１，２３８，４４１ ５３０，９１０

３６，６６５，２４５

△　１３，４４０，２４９ ２３，２２４，９９６

１２，７６５，７２６

△　８，２８９，５６０ ４，４７６，１６６

５，５５２

△　５，２７４ ２７８

９９，２９８

△　７４，５７４ ２４，７２４

１，２４２，７５９

３１，６４１，３０２

減 価 償 却 累 計 額

令和４年度池田市公共下水道事業予定貸借対照表

有 形 固 定 資 産 合 計

ホ

ヘ

ト 建 設 仮 勘 定

減 価 償 却 累 計 額

車 両 運 搬 具

有 形 固 定 資 産

減 価 償 却 累 計 額

( 令 和 ５ 年 ３ 月 ３１ 日 )
(単位　千円)

資　　産　　の　　部

ニ

固 定 資 産

イ 土 地

ロ 建 物

ハ

工 具 、 器 具 及 び 備 品

構 築 物

減 価 償 却 累 計 額

機 械 及 び 装 置

減 価 償 却 累 計 額

-
 
1
2
6
 
-



(2)

１，３６８，１２１

１，３６８，１２１

(3)

１，９５８

１，９５８

３３，０１１，３８１

２

(1) １，９０８，００３

(2) ２６３，００９

△　４，１１４ ２５８，８９５

２，１６６，８９８

３５，１７８，２７９

現 金 預 金

流 動 資 産

イ 長 期 貸 付 金

施 設 利 用 権

未 収 金

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

無 形 固 定 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計

貸 倒 引 当 金

資 産 合 計

イ

無 形 固 定 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産

流 動 資 産 合 計

-
 
1
2
7
 
-



３

(1)

１０，８９７，６３１

１０，８９７，６３１

(2)

１４５，０３３

１４５，０３３

１１，０４２，６６４

４

(1)

７２７，４７９

７２７，４７９

(2) １０５

(3) １２８，５４６

(4)

２２，６８３

２２，６８３

８７８，８１３

充 て る た め の 企 業 債

企 業 債 合 計

退 職 給 付 引 当 金

固 定 負 債

企 業 債

引 当 金

企 業 債

建 設 改 良 費 等 の 財 源 に

未 払 金

流 動 負 債

負　　債　　の　　部

流 動 負 債 合 計

固 定 負 債 合 計

イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に
充 て る た め の 企 業 債

イ 賞 与 等 引 当 金

引 当 金 合 計

企 業 債 合 計

イ

預 り 金

イ

引 当 金

引 当 金 合 計

-
 
1
2
8
 
-



５

(1) ３１，７６８，６６３

△　１５，６９８，３２３

１６，０７０，３４０

２７，９９１，８１７

６ ５，４２８，４１６

７

(1)

１，４４４，５５６

２６７，６９８

３６９

１３８，１９１

１，８５０，８１４

(2)

９２，７６８

９２，７６８

１，７５８，０４６

７，１８６，４６２

３５，１７８，２７９

そ の 他 資 本 剰 余 金

剰 余 金

資 本 金

イ

欠 損 金 合 計

欠 損 金

当 年 度 未 処 理 欠 損 金

国 庫 補 助 金ロ

ハ 府 補 助 金

ニ

負 債 資 本 合 計

資 本 合 計

剰 余 金 合 計

資 本 剰 余 金 合 計

イ

受 贈 財 産 評 価 額

資　　本　　の　　部

負 債 合 計

収 益 化 累 計 額

長 期 前 受 金

資 本 剰 余 金

繰 延 収 益

繰 延 収 益 合 計

-
 
1
2
9
 
-



セグメント情報
報告セグメントごとの営業収益等
（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

令和４年度財務諸表に係る注記

１
(1)

(単位　千円)

項目
公共下水道事業

合計
汚水処理 雨水処理

 営業収益 ９８２，９３６ ６９９，０５４ １，６８１，９９０
 営業費用 １，５０３，６８４ １，０７８，７０６ ２，５８２，３９０
 営業損益 △　５２０，７４８ △　３７９，６５２ △　９００，４００
 経常損益 △　６７，５６１ ０ △　６７，５６１
 セグメント資産 １２，１４２，２３７ ２３，０３６，０４２ ３５，１７８，２７９
 セグメント負債 １１，１００，７８１ １６，８９１，０３６ ２７，９９１，８１７
 その他の項目
　　他会計負担金 ０ ６９９，０５４ ６９９，０５４
　　他会計補助金 ７８，６７２ ８３３ ７９，５０５
　　減価償却費 ７１３，５９６ ７８５，２４８ １，４９８，８４４
　　長期前受金戻入 ４２３，７８２ ４６７，９３４ ８９１，７１６

０ ５００
　　固定資産増加分 ４０１，３４７ １，５５５，３８４ １，９５６，７３１
　　特別損失 ５００

-
 
1
3
0
 
-



令 和 ４ 年 度

池田市公共下水道事業会計補正予算説明

（第１号）

　議案第３４号　　説　　明

-
 
1
3
1
 
-



千円 千円 千円 千円

減額一般会計補助金 △78 
 水質規制経費等に係る
 一般会計繰入金

△78 

１ 下水道事業収益 2,850,629 △1,647 

(2)営 業 外 収 益 1,068,827 

収　益　的　収　入

款　　項 目 既決予定額 補正予定額 説　　　　　　　　　明
区　　　分 金　　額

計
節

千円

減額
 雨水処理経費に係る
 一般会計繰入金

699,054 

雨水処理負担金 △1,569 

2,848,982 

1,780,233 

２ 他会計負担金

(1)営 業 収 益 1,781,802 △1,569 

700,623 △1,569 

△1,569 

２

1,068,749 

79,505 

△78 

他会計補助金 79,583 △78 

-
 
1
3
2
 
-



千円 千円 千円 千円

△180 

減額 法定福利費引当金繰入額

手 当 等

△36 

減額

２ 処 理 場 費 640,654 △967 

法 定 福 利 費 △181 

639,687 

△988 

2,667,770 

減額△227  賞与引当金繰入額

△988  期末勤勉手当 減額

△191 

243,365 

千円

△1,396 241,969 

2,664,184 

節
説　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　額

収　益　的　支　出

款　　項 目 既決予定額 補正予定額

１ 下水道事業費用 2,839,734 △3,586 

計

賞 与 等 引 当 金
繰 入 額

(1)

１ 管 渠 費

2,836,148 

手 当 等

△3,586 営 業 費 用

 健康保険負担金 △1 

 期末勤勉手当 △693 

減額 共済組合負担金

減額

△693 

-
 
1
3
3
 
-



節
説　　　　　　　　　明

区　　　分 金　　額
款　　項 目 既決予定額 補正予定額 計

千円 千円 千円 千円

 共済組合負担金 △166 減額

減額

減額

減額

 法定福利費引当金繰入額

△872 △872 

減額

減額

減額

△154 △185  賞与引当金繰入額

 期末勤勉手当

△125 

手 当 等

５ 総 係 費 109,453 △1,223 108,230 

 共済組合負担金

△23 

千円

△166 

減額

法 定 福 利 費

賞 与 等 引 当 金
繰 入 額

△147  賞与引当金繰入額 △124 

法 定 福 利 費 △127  健康保険負担金 △2 

 法定福利費引当金繰入額 △31 

賞 与 等 引 当 金
繰 入 額

-
 
1
3
4
 
-



千円 千円 千円 千円

減額

減額 期末勤勉手当

△51 

△270 △270 

処理場建設費

△166 

２

１

△867 

1,749,544 △1,354 

手 当 等  期末勤勉手当

(1)建 設 改 良 費

管 渠 布 設 費

法 定 福 利 費

145,544 

 共済組合負担金 △51 

法 定 福 利 費

手 当 等

資　本　的　支　出

款　　項 目 既決予定額 補正予定額

資 本 的 支 出 △1,354 2,441,783 

計 説　　　　　　　　　明
節

区　　　分

千円

1,583,027 

減額

減額

△166  共済組合負担金

△867 

金　　額

2,443,137 

１ 1,584,060 △1,033 

145,865 △321 

1,748,190 

-
 
1
3
5
 
-



 

-
 
1
3
6
 
-



議案第３５号

　令和４年度池田市の国民健康保険特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ １,５２３千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　１０,８４５,３４１千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入

　歳出予算補正」による。

　

　　令和４年５月１８日　提出

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

令和４年度池田市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）

-
 
1
3
7
 
-



-
 
1
3
8
 
-



議案第３５号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

国民健康保険特別会計 第１号

令和４年度

-
 
1
3
9
 
-



-
 
1
4
0
 
-



歳 入

-
 
1
4
1
 
-



-
 
1
4
2
 
-



歳 出

-
 
1
4
3
 
-



-
 
1
4
4
 
-



一 般 職

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 5 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 5 ) 人

( 0 ) 人

期 末 勤 勉 手 当

千円　

19,007  

20,282  

△ 1,275  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後 11  1,426  45,350  32,830  79,606  16,870  96,476  

△ 248  △ 1,523  0  

補 正 前 1,426  45,350  34,105  80,881  

比　　　較 0  0  △ 1,275  △ 1,275  

11  17,118  97,999  

職 員 手 当

の 内 訳

区　　 　分 増　　　　　減　　　　　事　　　　　由

補 正 後

補 正 前

比 較

給与改定に伴う減少

１．期末勤勉手当の支給月数の改定 ２．令和４年６月期の期末手当に関する特例措置

令和３年度の期末手当の引下げに相当する額を

令和４年６月期の期末手当から減額するもの

区 分 ６　月 １２　月 計

補 正 後 2.150月分 2.150月分 4.300月分

補 正 前 2.225月分 2.225月分 4.450月分

-
 
1
4
5
 
-



-
 
1
4
6
 
-



参 考 資 料

-
 
1
4
7
 
-



-
 
1
4
8
 
-



-
 
1
4
9
 
-



-
 
1
5
0
 
-



議案第３６号

　令和４年度池田市の介護保険事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ２,３８８千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　１０,２４７,９５２千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入

　歳出予算補正」による。

　　令和４年５月１８日　提出

令和４年度池田市介護保険事業特別会計補正予算（第１号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

-
 
1
5
1
 
-



-
 
1
5
2
 
-



議案第３６号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

介護保険事業特別会計 第１号

令和４年度

-
 
1
5
3
 
-



-
 
1
5
4
 
-



歳 入

-
 
1
5
5
 
-



-
 
1
5
6
 
-



歳 出

-
 
1
5
7
 
-



-
 
1
5
8
 
-



-
 
1
5
9
 
-



一 般 職

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 15 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 15 ) 人

( 0 ) 人

期 末 勤 勉 手 当

千円　

30,611  

32,620  

△ 2,009  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後 15  20,039  64,058  49,360  133,457  27,476  160,933  

△ 379  △ 2,388  0  

補 正 前 20,039  64,058  51,369  135,466  

比　　　較 0  0  △ 2,009  △ 2,009  

15  27,855  163,321  

職 員 手 当

の 内 訳

区　　 　分 増　　　　　減　　　　　事　　　　　由

補 正 後

補 正 前

比 較

給与改定に伴う減少

１．期末勤勉手当の支給月数の改定 ２．令和４年６月期の期末手当に関する特例措置

令和３年度の期末手当の引下げに相当する額を

令和４年６月期の期末手当から減額するもの

区 分 ６　月 １２　月 計

補 正 後 2.150月分 2.150月分 4.300月分

補 正 前 2.225月分 2.225月分 4.450月分

-
 
1
6
0
 
-



参 考 資 料

-
 
1
6
1
 
-



-
 
1
6
2
 
-



-
 
1
6
3
 
-



-
 
1
6
4
 
-



-
 
1
6
5
 
-



 

-
 
1
6
6
 
-



議案第３７号

　令和４年度池田市の後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ ８８２千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

　２,０７９,５２６千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､「第１表　歳

　入歳出予算補正」による。

　　令和４年５月１８日　提出

令和４年度池田市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

-
 
1
6
7
 
-



-
 
1
6
8
 
-



議案第３７号　　説　　明

歳入歳出補正予算事項別明細書

後期高齢者医療事業特別会計 第１号

令和４年度

-
 
1
6
9
 
-



-
 
1
7
0
 
-



歳 入

-
 
1
7
1
 
-



-
 
1
7
2
 
-



歳 出

-
 
1
7
3
 
-



-
 
1
7
4
 
-



一 般 職

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 1 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 1 ) 人

( 0 ) 人

期 末 勤 勉 手 当

千円　

10,665  

11,403  

△ 738  

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後 6  － 24,627  18,747  43,374  9,411  52,785  

△ 144  △ 882  0  

補 正 前 － 24,627  19,485  44,112  

比　　　較 － 0  △ 738  △ 738  

6  9,555  53,667  

職 員 手 当

の 内 訳

区　　 　分 増　　　　　減　　　　　事　　　　　由

補 正 後

補 正 前

比 較

給与改定に伴う減少

１．期末勤勉手当の支給月数の改定 ２．令和４年６月期の期末手当に関する特例措置

令和３年度の期末手当の引下げに相当する額を

令和４年６月期の期末手当から減額するもの

区 分 ６　月 １２　月 計

補 正 後 2.150月分 2.150月分 4.300月分

補 正 前 2.225月分 2.225月分 4.450月分

-
 
1
7
5
 
-



-
 
1
7
6
 
-



参 考 資 料

-
 
1
7
7
 
-



-
 
1
7
8
 
-



-
 
1
7
9
 
-



 

-
 
1
8
0
 
-



議案第３８号

　令和４年度池田市の一般会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ １２０,０００千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それ

  ぞれ ３９,９７４,０００千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は､ 「第１表  歳入

　歳出予算補正」による。

　　令和４年５月１８日　提出

令和４年度池田市一般会計補正予算（第１号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大阪府池田市長　瀧　澤　智　子

-
 
1
8
1
 
-



-
 
1
8
2
 
-



-
 
1
8
3
 
-



-
 
1
8
4
 
-



-
 
1
8
5
 
-



-
 
1
8
6
 
-



議案第３８号　　説　　明

令和４年度

歳入歳出補正予算事項別明細書

一 般 会 計 第 １ 号

-
 
1
8
7
 
-



-
 
1
8
8
 
-



-
 
1
8
9
 
-



-
 
1
9
0
 
-



歳 入

-
 
1
9
1
 
-



-
 
1
9
2
 
-



歳 出

-
 
1
9
3
 
-



-
 
1
9
4
 
-



-
 
1
9
5
 
-



-
 
1
9
6
 
-



-
 
1
9
7
 
-



-
 
1
9
8
 
-



-
 
1
9
9
 
-



-
 
2
0
0
 
-



-
 
2
0
1
 
-



-
 
2
0
2
 
-



-
 
2
0
3
 
-



-
 
2
0
4
 
-



-
 
2
0
5
 
-



-
 
2
0
6
 
-



-
 
2
0
7
 
-



特 別 職

給 与 費

区 分 職 員 数
報 酬 給 料 地 域 手 当 通 勤 手 当 期 末 手 当 退 職 手 当 計

共 済 費 合 計

人 千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  千円  

長 等 4 － 34,692 5,204 279 19,491 2,700 62,366 10,740 73,106 

補 正 後
議 員 20 145,685 － － － 59,729 － 205,414 46,654 252,068 

そ の 他 1,034 116,012 － － － － － 116,012 － 116,012 

計 1,058 261,697 34,692 5,204 279 79,220 2,700 383,792 57,394 441,186 

長 等 4 － 34,692 5,204 279 20,827 2,700 63,702 10,805 74,507 

補 正 前
議 員 20 145,685 － － － 64,100 － 209,785 46,654 256,439 

そ の 他 1,034 116,012 － － － － － 116,012 － 116,012 

計 1,058 261,697 34,692 5,204 279 84,927 2,700 389,499 57,459 446,958 

長 等 0 － 0 0 0 △ 1,336 0 △ 1,336 △ 65 △ 1,401 

比 較
議 員 0 0 － － － △ 4,371 － △ 4,371 0 △ 4,371 

そ の 他 0 0 － － － － － 0 － 0 

計 0 0 0 0 0 △ 5,707 0 △ 5,707 △ 65 △ 5,772 

補 正 予 算 給 与 費 明 細 書

-
 
2
0
8
 
-



一 般 職

給 与 費

区 分
報 酬 給 料 職 員 手 当 計

共 済 費 合 計

( 1,016 ) 人 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　 千円　

( 1,016 ) 人

( 0 ) 人

期 末 勤 勉 手 当

千円　

1,346,227  

1,434,826  

△ 88,599  

(   )内は、短時間勤務職員

職  員  数

補 正 後 618  1,453,183  2,635,673  2,578,686  6,667,542  1,287,546  7,955,088  

△ 16,794  △ 105,393  0  

補 正 前 1,453,183  2,635,673  2,667,285  6,756,141  

比　　　較 0  0  △ 88,599  △ 88,599  

618  1,304,340  8,060,481  

職 員 手 当

の 内 訳

区　　 　分 増　　　　　減　　　　　事　　　　　由

補 正 後

補 正 前

比 較

給与改定に伴う減少

１．期末勤勉手当の支給月数の改定 ２．令和４年６月期の期末手当に関する特例措置

令和３年度の期末手当の引下げに相当する額を

令和４年６月期の期末手当から減額するもの

区 分 ６　月 １２　月 計

補 正 後 2.150月分 2.150月分 4.300月分

補 正 前 2.225月分 2.225月分 4.450月分

-
 
2
0
9
 
-



-
 
2
1
0
 
-



参 考 資 料

-
 
2
1
1
 
-



-
 
2
1
2
 
-



-
 
2
1
3
 
-



-
 
2
1
4
 
-



-
 
2
1
5
 
-



-
 
2
1
6
 
-



-
 
2
1
7
 
-



-
 
2
1
8
 
-



（単位：千円）

補 正 前 の 額 補    正    額 計

 義 務 的 経 費 22,336,417     △ 111,165     22,225,252     

人　  件　  費 8,550,109     △ 111,165     8,438,944     

扶　  助　  費 10,279,769     ─  　 10,279,769     

公　  債　  費 3,506,539     ─  　 3,506,539     

 投 資 的 経 費 1,276,301     ─  　 1,276,301     

 そ　   の   　他 16,481,282     △ 8,835     16,472,447     

物　  件　  費 7,917,238     ─  　 7,917,238     

そ　  の　  他 8,564,044     △ 8,835     8,555,209     

40,094,000     △ 120,000     39,974,000     合 計

区 分

歳 出 性 質 別 表

-
 
2
1
9
 
-



-
 
2
2
0
 
-



-
 
2
2
1
 
-


